
 

 

は じ め に                                                                                                                             

  

平成 29 年４月、西東京市の人口は住民基本台帳人口でも 20

万人を突破し、平成 31 年２月１日現在で、202,815 人となり

ました。一方で、平成 29 年 11 月に取りまとめた人口推計調査

では、本市の人口は平成 34（2022）年をピークに緩やかな減少

が見込まれており、また、人口の内訳をみると、年少人口と生産

年齢人口は平成 31 年をピークに減少が見込まれる一方、老年人

口は増加傾向が続き、平成 36 年（2024）年には５万人を超え

ると見込まれています。我が国において、人口減少社会、少子高

齢化社会といった言葉が使われて久しいですが、西東京市もまた、ひとつの大きな転

換点をむかえることとなります。 

これまで西東京市では、第２期地域福祉計画において「ほっとするまちネットワーク

システム（ほっとネット）」を構築し、第３期の計画においても発展的に継続していく

なかで、「ほっとネット推進員」という市民ボランティアの方々とともに、地域の課題

を地域の力で解決する仕組みづくりに取り組んできました。これは、地域のつながり

の希薄化が進む中で、社会的孤立や支援が必要な人が把握しにくいといった課題に対

し、普段地域の中で暮らす方々にも課題意識を共有していただき、地域の中の課題を

発見し、一緒に解決にむけて協力して取り組んでいただくという取組です。 

国もまた、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、

地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分

野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をと

もに創っていくという「地域共生社会」の実現を目指した取組を始めています。 

このような状況を踏まえ、西東京市では、第２次総合計画を上位計画とし、高齢、障

害、子育て、健康といった各分野を横断的につなぎ、あるいは相互に調和を図りなが

ら、地域福祉を総合的に推進していくための計画として、平成 31 年度（2019 年度）

からの５年間を計画期間とする「第４期地域福祉計画」を策定いたしました。 

本計画に掲げる、市に住み、活動するすべての人が、支え手側・受け手側と分かれる

ことなく、互いに支えあいながら活躍できる社会「西東京市版地域共生社会」を目指

し、これまでの取組を強みとして活かしつつ、あらゆる主体が「ともに活きる」まちづ

くりに取り組んでまいります。 

結びに、本計画策定にご尽力いただきました、西東京市地域福祉計画策定・普及推進

委員会の委員の皆様をはじめ、計画策定の過程において貴重なご意見を賜りました多

くの市民の方々、関係機関、団体・事業者等の皆様に心より御礼申し上げます。 

 

平成 31 年３月 

                 西東京市長  

  



  



 

 

目次 

計画の見取り図 ...................................................................................................................................................... 1 

 

第１章 計画策定にあたって ........................................................................................................................ 2 

１ 計画策定の背景 ........................................................................................................................................... 3 

２ 地域福祉とは .................................................................................................................................................. 7 

３ 計画の位置付け ............................................................................................................................................ 8 

４ 計画の期間 ..................................................................................................................................................... 9 

５ 計画の策定方法 ........................................................................................................................................ 10 

 

第２章 西東京市の状況 ............................................................................................................................... 12 

１ 統計で見る状況 .......................................................................................................................................... 12 

２ アンケート調査結果 ................................................................................................................................... 14 

３ 地区懇談会結果 ........................................................................................................................................ 16 

４ 団体・事業者調査結果 ........................................................................................................................... 18 

５ 西東京市の現状から見える課題 ......................................................................................................... 20 

 

第３章 計画の目指すもの .......................................................................................................................... 21 

１ 西東京市版地域共生社会とは ............................................................................................................ 21 

２ 基本理念 ....................................................................................................................................................... 23 

３ 基本方針 ....................................................................................................................................................... 23 

４ 計画の体系 .................................................................................................................................................. 24 

 

第４章 重点的な取組 .................................................................................................................................... 25 

１ つながりづくり ................................................................................................................................................ 26 

２ 相談体制づくり ............................................................................................................................................. 28 

３ 情報発信の工夫 ........................................................................................................................................ 30 

 

第５章 施策の展開 ......................................................................................................................................... 32 

基本目標１ 一人ひとりが活躍する地域づくり....................................................................................... 33 

基本目標２ みんながつながりあう地域づくり ........................................................................................ 37 

基本目標３ 社会的孤立を防ぎ必要な支援へつなぐしくみづくり ................................................. 41 

基本目標４ サービス内容の充実・向上のためのしくみづくり ......................................................... 45 

基本目標５ 災害や犯罪を防ぐ環境づくり ............................................................................................. 49 

基本目標６ 誰もが快適に暮らせる環境づくり ...................................................................................... 52 

  



 

第６章 計画を推進するために ................................................................................................................ 56 

１ 協働による計画の推進 ............................................................................................................................ 56 

２ 計画の評価と進行管理 ........................................................................................................................... 58 

 

資料編 ....................................................................................................................................................................... 61 

１ 地域福祉計画策定・普及推進委員会設置要綱及び委員名簿 ............................................ 61 

２ 策定経過 ....................................................................................................................................................... 64 

３ 用語解説 ....................................................................................................................................................... 65 

４ 統計データ .................................................................................................................................................... 71 

５ 各種調査結果概要 ................................................................................................................................... 80 

 

 



 

1 

 

第 

１ 

章 

地域のつながりが希薄化しています 

必要な人に必要な情報が行き届いていません 

相談先が分からない人が多くいます 

計画の見取り図 

 

 

「誰もが暮らしやすい地域づくり」を進めるための計画です！ 

計画期間は、平成 31(2019)年度から平成 35（2023）年度までの 

５か年です。 

 

 

 

西東京市版地域共生社会の実現 

西東京市版地域共生社会の実現に向けて、 

市（行政）・社会福祉協議会・事業者・関係機関・市民等が 

それぞれの役割を果たしながら、 

ネットワーク豊かに地域福祉の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

第４期で特に力を入れるのは…   引き続き取り組んでいくのは… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域共生社会を実現する上での基礎

となる、“つながりづくり“ 

困ったときに誰もが気軽に相談ができ

る、“相談体制づくり“ 

必要な情報を必要な人に分かりやすく

提供していく、“情報発信の工夫“ 

どんな計画？ 

はじめに、この計画がどんな内容か、 

概要をお伝えします。 

計画の目指すものは？ 

地域でふれあい 支え合う 

心のかようまち 西東京 

～ともに活きる！まちづくり～ 

基 本 理 念 

基本目標１ 

一人ひとりが活躍する地域づくり 

基本目標２ 

みんながつながりあう地域づくり 

基本目標３ 

社会的孤立を防ぎ必要な支援へつなぐしくみづくり 

基本目標４ 

サービス内容の充実・向上のためのしくみづくり 

基本目標５ 

災害や犯罪を防ぐ環境づくり 

基本目標６ 

誰もが快適に暮らせる環境づくり 

１ 

２ 

３ 
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第１章 計画策定にあたって 

本計画は、下記の流れに沿って策定しました。 

 

■計画策定の経緯 

  

国の動き（法改正） 

３ページ 

東京都の動き 

５ページ 

西東京市地域福祉計画策定・普及推進委員会 

平成 29 年度：全３回実施 

平成 30 年度：全８回実施 

 

パブリックコメント・市民説明会 

パブリックコメント 意見件数３件 

市民説明会 ２回開催 

西東京市の動き 

６ページ 

市民の声 

アンケート調査 

地区懇談会 

団体・事業者調査 

 

14 ページ 

第４期西東京市地域福祉計画 

平成３１（２０１９）年度～平成３５（２０２３）年度 

地域でふれあい 支え合う 心のかようまち 西東京 

～ともに活きる！まちづくり～ 
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１ 計画策定の背景 

（１）国の動き 

国では、平成 12 年の社会福祉法改正により地域福祉計画の策定が規定されて以

降、災害時要援護者支援、社会的孤立など地域において支援を必要とする人の把握

や適切な支援、生活保護に至る前段階の生活困窮者への支援などが、通知という形

で地域福祉計画に盛り込むよう示されてきました。 

 

平成 27 年の「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」報告書において、従

来の高齢者・障害者・子どもといった分野別の社会福祉サービスから、互助・共助

の取組を育みつつ、多様なニーズをすくい取る「全世代・全対象型地域包括支援体

制」が必要であるという観点が打ち出されました。 

その後、「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定され、高齢者・障害者・子ども

などすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる

「地域共生社会」を実現していく旨が示され、「我が事・丸ごと」地域共生社会実現

本部が設置されました。 

また、平成 29 年には社会福祉法が一部改正され、地域福祉計画の策定が努力義

務化されるとともに、地域福祉計画策定ガイドラインが示されました。 

 

■背景 

 

 

これらの状況を踏まえ・・・ 

 

  

〇少子高齢化・人口減少社会の進行、社会保障関係経費の増加 

〇高齢者のみの世帯や高齢者の独居世帯の増加 

〇高齢者・障害者・子どもといった、対象に応じたサービスだけでは対応しきれない制度の狭間

の問題の顕在化、生活課題の多様化・複雑化（ひとり親家庭を含む生活困窮者の問題、社

会的孤立、老老介護、閉じこもり、8050 問題、虐待、ごみ屋敷問題など） 

〇国は、福祉は与えるもの、与えられるものといった様に、「支え手側」と「受け手側」に分かれ

るのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる

「地域共生社会」を実現することの必要性を掲げています。 

〇具体的には、「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として主体的に取り組

む仕組みをつくっていくこと、また、市町村には、その地域づくりの取組の支援と、地域での課

題を公的な福祉サービスへつないでいくための、縦割りではなく「丸ごと」の総合相談支援の

体制整備を進めていくことが求められています。 



4 

■第３期計画期間中の国の主な動き 

 法律・通知関係 報告書・会議関係 

平成 

27 年 

・「生活困窮者自立支援法」施行 ・「新たな時代に対応した福祉の提供ビジ

ョン」公表 

平成

28 年 

・「再犯防止推進法」施行 

・「成年後見制度利用促進法」施行 

・厚生労働省通知「社会福祉法人の

「地域における公益的な取組」に

ついて」 

・「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定 

・「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本

部設置 

・地域における住民主体の課題解決力強

化・相談支援体制の在り方に関する検

討会（地域力強化検討会）設置 

平成

29 年 

・「社会福祉法」一部改正 

・地域福祉計画策定ガイドライン提

示 

・「地域力強化検討会最終とりまとめ」公

表 

平成

30 年 

・厚生労働省通知「社会福祉法人に

よる「地域における公益的な取組」

の推進について」 

 

 

■地域福祉計画関連条文 社会福祉法一部改正（平成 30 年４月１日施行） 

（市町村地域福祉計画） 

第 107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定め

る計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通し

て取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する

事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるも

のとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価

を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変

更するものとする。 
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（２）東京都の動き 

東京都では、平成 18 年に福祉、保健、医療施策の基本方針となる「福祉・健康

都市東京ビジョン」が策定されたほか、各分野別の計画において、地域福祉支援計

画の中で定めることとされている区市町村への支援や民間団体との協働など、地域

福祉に関する考え方を示していることから、これまで地域福祉支援計画は策定され

ていませんでした。 

 

その後、社会福祉法の改正等を受け、東京都の総合的かつ計画的な福祉施策の推

進に資するため、また、広域的な見地から区市町村の地域福祉を支援し都内におけ

る分野横断的な福祉施策の展開を加速させるために、平成 30（2018）年度から

平成 32（2020）年度までを計画期間とする「東京都地域福祉支援計画」が策定

されました。 

 

■東京都地域福祉支援計画の概要 

目的 東京における「地域共生社会」の実現 

理念 １ 誰もが、所属や世代を超え、地域で共に参加・協働し、互いに支え、

支えられながら、生きがいと尊厳を持って、安心して暮らすことができ

る東京 

２ 地域の課題について、身近な場において包括的に相談でき、解決に向

けてつながることができる東京 

３ 多様な主体が、それぞれの専門性や個性を活かし、地域づくりに参画

することができる東京 
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（３）西東京市の動き 

市では、平成 12 年の社会福祉法改正を受け、平成 16 年３月に第１期となる「西

東京市地域福祉計画」を策定し、平成 21 年３月には「第２期西東京市地域福祉計

画」、平成 26 年３月には「第３期西東京市地域福祉計画」を策定し、「地域でふれ

あい 支え合う 心のかようまち 西東京」の実現に向けて取り組んできました。 

 

この間、平成 22 年度から「ほっとするまちネットワークシステム（以下「ほっ

とネット」という。）」が始動し、地域福祉コーディネーターの配置、ほっとネット

推進員の養成などを通じ、市民とともに地域の課題を解決していく市独自の仕組み

が整いました。 

市内ではこれまで、高齢者の見守り支援である「ささえあいネットワーク」や、

住民参加型のまちづくり活動である「ふれあいのまちづくり」、コミュニティ再構築

に関する「地域協力ネットワーク」など、多数のネットワークが存在しており、市

民や関係者にとって分かりやすく、より効率的で、効果的な仕組みの検討が必要な

状況となっています。 

また、市では平成 28 年度から「健康」応援都市の実現を目指すことを基軸にお

き、様々な施策を展開してきました。地域福祉分野においては、西東京市版地域包

括ケアシステムの構築に向け、共生社会シンポジウムの開催をはじめとし、困難を

抱える人を含めた地域づくりについて話し合われてきました。 

一方で、少子高齢化の進行や世帯の少人数化が進む中で、市においても近所付き

合いや地域のつながりが希薄化し、地域の中で孤立している人や必要な支援に結び

ついていない人などの問題が顕在化しています。 

 

以上のことから、これまでの活動をさらに発展的に進めていき、かつ新たな課題

への対応を行っていくために、第３期計画を踏まえ、新たに「第４期西東京市地域

福祉計画」を策定することとなりました。 

 

■地域地域地域地域にににに関関関関するするするする主主主主なネットワークなネットワークなネットワークなネットワーク    

課題ベース 対象者ベース 地域ベース 

ほっとするまちネットワークシ

ステム 

地域の課題を発見し、地

域福祉コーディネーターを

核として、様々な人や関係

機関をつなげ、一緒に解決

に向けて取り組む 

ささえあいネットワーク    

高齢者の見守りの中で異

変等の早期発見と適切な対

応を促進する 

 

地域協力ネットワーク 

地域で活動している様々

な団体や市民が連携・協力

し、安全・安心なまちづく

りのために活動する 

    

ふれあいのまちづくり    

小学校通学区域を中心に

住民懇談会等、住民参加型

のまちづくり活動を行う 
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２ 地域福祉とは 

地域福祉とは、住み慣れた地域の中で一人ひとりがその人らしい生活を送れるよ

う、市（行政）・社会福祉協議会・事業者・関係機関・市民等が協力してつくる「暮

らしやすい地域づくり」を進めることです。 

 

この地域福祉を進めるのが「地域福祉計画」で、市（行政）・社会福祉協議会・事

業者・関係機関・市民等が、それぞれの役割の中で、お互いに力を合わせる関係を

つくり、「自助」「互助」「共助」「公助」を重層的に組み合わせて推進していくもの

です。 

中でも、身近な地域における暮らしのニーズが多様化している中、「自助」「公助」

だけでなく市民同士の支え合いにより解決していく「互助」「共助」が地域福祉の重

要なポイントとなっています。 

 

 

市民の主体的な活動で対応できるもの 協働で取り組むもの 行政施策として行うべきもの 
 

 

 

自助自助自助自助

じ じ ょ

    
互助互助互助互助

ご じ ょ

    
共助共助共助共助

きょうじょ

    公助公助公助公助

こうじょ

    

個人や家庭による 

自助努力    

自治会、ボランティ

ア、ＮＰＯなど、地域

の中の市民同士の支

え合い 

制度化された相互扶

助での助け合い 

保健・医療・福祉など

の公的な支援・サー

ビス    

  

 

  

第３期地域福祉計画までは、「自助・共助・公助」の３つの区分で記載をしていましたが、第４期地

域福祉計画では下記の国の地域包括ケアシステムの考え方及び、西東京市の高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画と整合性を図り、４つの区分に変更しています。 

 

参考 国の定義 

平成 25 年度の地域包括ケア研究会報告書では、自助・互助・共助・公助を以下の様に定義しています。 

 

「公助」は税による公の負担、 

「共助」は介護保険などリスクを共有する仲間（被保険者）の負担であり、 

「自助」には「自分のことを自分でする」ことに加え、市場サービスの購入も含まれる。 

これに対し、「互助」は相互に支え合っているという意味で「共助」と共通点があるが、費用負担が制度的に

裏付けられていない自発的なもの。 
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３ 計画の位置付け 

本計画は、社会福祉法第 107 条に基づく、市町村地域福祉計画として策定した

ものです。 

総合計画を上位計画とし、その基本理念や将来像、施策に掲げる目標を踏まえて

います。同時に、各種保健福祉計画（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、障

害者基本計画、障害福祉計画・障害児福祉計画、子育ち・子育てワイワイプラン）

を横断的につなぐとともに、健康づくり推進プランと相互に調和を図りながら、健

康福祉施策を推進する役割を担っています。 

また、市民の活動計画として、社会福祉協議会が市民とともに策定した「地域福

祉活動計画」と、市が目指す地域共生社会の姿を共有しながら、相互に連携を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各計画のキーワード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

地域包括 

ケアシステム 

高齢 

共生社会 

の実現 

障害 

子どもに 

やさしいまち 

子育て 

人生 

100 年時代 

健康 

地
域

福
祉

計
画

 

 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

障害者基本計画、障害福祉計画・障害児福祉計画 

子育ち・子育てワイワイプラン 

健康づくり推進プラン 

総合計画 

地域福祉活動計画（社会福祉協議会） 
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４ 計画の期間 

本計画は、平成 31（2019）年度から平成 35（2023）年度までの５か年を計

画期間とします。 

 

 
平成 

26 

(2014) 

 

27 

(2015) 

 

28 

(2016) 

 

29 

(2017) 

 

30 

(2018) 

 

31 

(2019) 

 

32 

(2020) 

 

33 

(2021) 

 

34 

(2022) 

 

35 

(2023) 

総合計画 

          

地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画           

健康づくり推進プラ

ン 

          

地域福祉活動計画 

（社会福祉協議会） 

          

高齢者保健福祉計

画・介護保険事業

計画 

          

障害者基本計画           

障害福祉計画           

障害児福祉計画           

子育ち・子育てワイ

ワイプラン 

          

 

 

  

第第第第３３３３期期期期    

第４期 

第６期 

第第第第三三三三次次次次    

第２次基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

第７期 

基本計画 
 

第５期 

第１期 

第第第第４４４４期期期期    

第第第第四四四四次次次次    

第８期 

第６期 

第２期 

第２期 (平成 27 年度～平成 36 年度) 

第２次 (平成 25 年度～平成 35 年度)（※１年間の延伸） 
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５ 計画の策定方法 

本計画は、次のような過程を経て策定してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）アンケート調査 

本調査は、計画の策定にあたり、市民の方の近所付き合いやボランティア活動、

地域福祉活動等に関する状況や要望を把握するため実施しました。 

 

種類 ①市民 ②民生委員・児童委員 

対象 

市内在住の 18 歳以上市民より 

無作為抽出 

全民生委員・児童委員 

配布回収 郵送配布、郵送回収 

民生委員・児童委員会議にて 

配布、郵送回収 

調査期間 平成 29 年 11 月６日～11 月 27 日 

配布 2,500 件 140 件 

回収 1,270 件 137 件 

回収率 50.8％ 97.9％ 

  

（１）アンケート調査 

①市民：1,270 件回収 

②民生委員・児童委員：137 件

回収 

 

（２）地区懇談会 

（４地区で開催） 

延べ 328 人参加 

 

（３）団体・事業者調査 

①団体：12 団体回答、7 団体ヒア

リング 

②事業者：15 事業者回答、８事業

者ヒアリング 

 

（４）西東京市地域福祉計画策定・普及推進委員会 

平成 29 年度：全３回実施 

平成 30 年度：全８回実施 

（５）パブリックコメント・市民説明会 

パブリックコメント：３件 

市民説明会：２回開催（延べ 30 人参加） 
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（２）地区懇談会 

地区懇談会は、地域で生活・活動する市民目線での、地域の現状や課題、解決ア

イデア等を話し合っていただくため実施しました。 

 

地区 対象地域 回 日付 参加者数 

西部 

西原町・緑町・谷戸町・芝久

保町・ひばりが丘 

第１回 平成 30 年 １月 16 日 22 人 

第２回 平成 30 年 １月 23 日 中止（天候不順） 

第３回 平成 30 年 １月 30 日 23 人 

北東部 

富士町・中町・東町・ひばりが

丘北・栄町・北町・下保谷 

第１回 平成 30 年 １月 17 日 24 人 

第２回 平成 30 年 １月 24 日 20 人 

第３回 平成 30 年 １月 31 日 18 人 

中部 

田無町・北原町・保谷町・泉

町・住吉町 

第１回 平成 30 年 １月 18 日 26 人 

第２回 平成 30 年 １月 25 日 20 人 

第３回 平成 30 年 ２月 １日 18 人 

南部 

南町・向台町・新町・柳沢・東

伏見 

第１回 平成 30 年 １月 19 日 27 人 

第２回 平成 30 年 １月 26 日 25 人 

第３回 平成 30 年 ２月 ２日 25 人 

全地区合同発表会  平成 30 年 ２月 16 日 80 人 

 

（３）団体・事業者調査 

団体・事業者調査は、地域福祉に関する団体や事業者の状況や要望を把握するた

め実施しました。 

 

種類 ①団体 ②事業者 

対象 市内活動団体 市内活動事業者 

配布回収 郵送配布、郵送回収 

調査期間 平成 30 年５月７日～５月 25 日 

配布・回収 20 件配布、12 件回収（60％） 30 件配布、15 件回収（50％） 

ヒアリング期間 平成 30 年６月 15 日～６月 22 日 

ヒアリング ７団体 ８事業者 

 

 

（４）西東京市地域福祉計画策定・普及推進委員会 

計画策定・普及推進委員会において、計画内容の検討を行いました。 

 

（５）パブリックコメント・市民説明会 

パブリックコメント及び市民説明会において計画書素案を公表し、市民からの意

見を募集しました。 

 

種類 パブリックコメント 市民説明会 

期間 平成 30 年 12 月 15 日～平成 31 年１月 14 日 平成 30 年 12 月 18 日及び 19 日 

意見 ３件 ― 
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第２章 西東京市の状況 

  

１ 統計で見る状況 

（１）人口の変化 

 

平成 22 年  平成 30 年 

194,724 人   201,058 人 

 

 

総人口の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

０～14 歳 

12.8％ 

 

 

15～64 歳 

66.6％ 

 

 

65 歳～ 

20.6％ 

 

 

 

 

外国籍市民 

1.7％ 

（平成 22 年） 

 

介護保険 

認定者 

16.4％ 

（平成 22 年） 

 

 

障害者手帳 

所持者 

3.5％ 

（平成 22 年） 

 

 

生活保護 

受給者 

1.46％ 

（平成 22 年） 

０～14 歳 

12.3％ 

 

 

15～64 歳 

63.9％ 

 

 

65 歳～ 

23.8％ 

 

 

 

 

外国籍市民 

2.14％ 

（平成 30 年） 

 

介護保険 

認定者 

20.8％ 

（平成 29 年） 

 

 

障害者手帳 

所持者 

4.1％ 

（平成 28 年） 

 

 

生活保護 

受給者 

2.04％ 

（平成 29 年） 

 

総人口 

総人口は増えています。 

0～14 歳の年少人口、15～64 歳

の生産年齢人口の割合は減少して

いますが、65 歳以上の高齢人口の

割合は増加しています。 

外国籍市民、介護保険認定者、障

害者手帳所持者、生活保護受給

者の割合は増加しています。 
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（２）人口の変化要因（平成 28 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）世帯の変化 

平成 22 年 平成 30 年 

 

 

 

世帯数     89,475 世帯  95,878 世帯 

１世帯あたり人員 2.18 人    2.13 人 

 

世帯類型（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

単独世帯 夫婦のみの世帯 

夫婦と子どもから 

なる世帯 

ひとり親と子ども

からなる世帯 

３世代世帯 

38.3％ 19.0％ 29.0％ 8.6％ 2.1％ 

  

世帯 

近年は転出者より転入者の

方が多く、東京都と比べる

と特に０～14 歳や 65 歳以

上の転入者が多くなってい

ます。 

転入者 

11,997 人 

転出者 

10,884 人 

 

近年は死亡数が出生

数を上回っており、自然

減の傾向です。 

出生数 

1,507 人 

死亡数 

1,709 人 

合 計 特 殊

出生率 

1.28 

平均寿命 

男性 81.4 歳 

女性 88.0 歳 

合計特殊出生率は過

去 10 年間で微増傾向

にあり、東京都より高く

なっています。 

また、平均寿命は男女

ともに全国・東京都より

長くなっています。 

核家族世帯 

１世帯あたり人員は減少していま

す。 

世帯 

単独世帯や夫婦と子どもからなる世

帯の割合が多く、特に夫婦と子ども

からなる世帯は全国・東京都よりも

多くなっています。 
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２ アンケート調査結果 

（１）地域の中の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）助け合い・ボランティア 

 

 

 

 

 

 

  

普段の近所付き合いは、「顔

を合わせれば、あいさつす

る」が 72.0％ 

 

地域での人との付き合いが

「必要だと思う」「まあまあ必

要だと思う」は 81.8％ 

地域の課題 

近所との交流が少ない：30.0％ 

緊急時にどうしたら良いか分からない：22.0％ 

世代間の交流が少ない：17.2％ 

地域の活動が活発でない：17.2％ 

あいさつをしない人が多い：14.2％ 

８割の人が、近所付き合いが必要だと感

じています。 

近所や世代間での交流が少ないという

課題が多くなっています。 

日常生活で困ったときに、 

手助けを頼める人の有無は、 

手助けを頼める人がいる：48.3％  

手助けを頼みたいがいない：8.8％ 

日常生活が不便になった時、 

地域の人たちにしてほしいことは、 

①災害時の手助け：39.7％  

②急病時の対応：36.9％ 

③安否確認の見守り、声かけ：31.7％ 

 

 

日常生活で困ったときに手助けを頼みた

いが頼める人がいない人が約１割いま

す。日常生活が不便になった時に地域

の人たちにしてほしいことは、いざという時

の支援が多くなっています。 

ボランティア活動の経験がない人が大半

ですが、今後は参加したい人が約４割と

多くなっています。また、経験がない理由

は年代により違いがあります。 

ボランティア活動の経験は、 

ある：16.0％  

ない：76.7％ 

 

経験がない理由の最多は、 

18～29 歳、60～69 歳 

→「身近に活動グループや仲間が

いないのでよく分からない」 

30～59 歳 

→「活動したい気持ちはあるが、仕

事や家事が忙しく時間がない」 

70 歳以上 

→「健康に自信がないので難しい」 

 

今後の参加意向は、 

参加したい：39.7％ 
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（３）今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域福祉推進のために市が優先的に取り組むべきだと考える施策 

＜市民からの回答＞ 

①分かりやすい情報の提供：37.7％  

②防災対策の充実：24.6％  

③防犯対策の充実：21.8％  

④学校における福祉教育の充実：16.3％  

⑤人にやさしいまちづくりの推進：15.8％ 

 

＜民生委員からの回答＞ 

①地域における連携体制づくり：41.6％  

②分かりやすい情報の提供：35.8％  

③相談支援体制の充実：24.8％  

④防災対策の充実：23.4％  

⑤地域における支え合い活動の促進：21.2％ 

地域課題をどのような方法

で解決するのが良いかは、 

「住民と行政や専門機関が

協力して一緒に解決したい」

が 58.9％ 

約６割の人が、地域

課題について住民と

行政や専門機関が

協力して解決したい

と回答しています。 

住民参加の取組を進める上で必要なこと 

①活動を支える協力者：50.6％ 

②活動の資金：31.7％  

③活動者・協力者間の交流・相談の場：29.5％ 

住民参加の取組を

進める上で必要なこ

とは、活動を支える

協力者が特に多くな

っています。 

情報提供や相談支援

体制の充実、防災・

防犯面への取組等を

優先すべきとの意見

が多くなっています。 

また、地域における連

携体制づくりについて

も必要とされていま

す。 

地域福祉 
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３ 地区懇談会結果 

（１）地域の中の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）助け合い・ボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・地域コミュニティが衰退している 

・地域を必要と感じていない人が多くなっている 

・転入・転出が多くつながりがつくりづらい 

・自治会がない地域がある。ある場合でも機能し

ていなかったり、若い人の加入が少ない 

地域のつながりが弱

くなっています。 

・サロンなどの地域の居場所や交流の場所が少

ない 

・場があっても周知されていない 

・活動団体同士の交流など横のつながりが薄い 

・空き家が増えているが活用できていない 

 

交流の場が少なか

ったり、あっても周知

されていません。 

・ボランティア活動に取り組む人の高齢化や活動

に新しく取り組む人が少ない 

・ボランティア活動に参加したくとも、新たな活動

へ参加しづらい 

・ふれあいのまちづくり事業やふれまち助け合い

活動があまり知られていない 

ボランティア活動に

取り組む担い手が

不足しています。 

・困りごとがあっても SOSを出さない人や、出せな

い人がいる 

・近所付き合いが少ないことや個人情報保護の

観点から、困っている人の把握が難しい 

・制度の狭間の課題で困っている人がいる 

 

困っている人の把握

が困難になっていま

す。 
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（３）生活面の不便さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）防災・防犯面 

 

 

 

 

 

 

 

  

・市や社会福祉協議会のサービスなどの情報が

届いていない 

・近所付き合いが希薄で情報共有する機会がほ

とんどない 

・相談先が複雑で分かりづらい、気軽に相談しづ

らい 

 

必要な支援や相談

窓口などの情報が

届きにくい状況で

す。 

・坂が多く、ちょっとした移動でも大変 

・近所の商店などが閉店してしまい、徒歩圏内で

買い物する場所がなくなっている 

・公共交通機関等の便が悪く、買物や病院に行

くのに不便 

 

交通の便が悪く、買

物や通院に不便な

地域があります。 

・日頃のつながりが無いことから災害時の孤立が

心配 

・災害時の対応方法が分からない 

・振り込め詐欺や空き巣などの犯罪被害がでて

いる 

 

防災・防犯面などい

ざという時の対応に

ついて不安がでてい

ます。 
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４ 団体・事業者調査結果 

（１）団体 

①地域の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ヒアリング結果 

・あいさつが少ない、世代間の交流が少ない 

・色々な場に行ってみてもなじめず孤立している人もいる 

・情報が届かずサービスに結びつきにくい人がいる 

地域の課題 

①世代間の交流が少ない：42.9％  

②近所との交流が少ない：28.6％  

②移動手段が整っていない：28.6％ 

地域の中の交流が少ないことや、孤立している人がいます。 

ヒアリング結果 

・8050問題の世帯が地域にある 

・支援が必要ということが理解できない人もいる 

・全世代がとりあえず相談をできるところがあると良い 

 

地域の中で支援が必要だと感じる人 

①高齢者のみの世帯：42.9％  

②閉じこもりや引きこもりの人：35.7％ 

③認知症の人：21.4％  

③生活困窮者：21.4％ 

 

8050問題など、多様な課題を抱える人がいます。 

ヒアリング結果 

・新しいメンバーが入るような新たな取組が必要 

・活動者を支援する仕組みが必要 

・臨時のボランティアはいてもコアメンバーが集まらない 

 

活動上の困りごと 

①リーダーが育たない：50.0％  

①活動資金が足りない：50.0％  

③新しいメンバーが入らない：35.7％ 

リーダーの育成や新しいメンバーの不足が特に課題となっています。 

ヒアリング結果 

・口コミやチラシによる情報発信を行っている団体が多い 

・ホームページやＳＮＳでメンバーが増えている団体がある 

・分野によってはメンバーが集まりやすい団体もある 

メンバー募集は、 

「常に行っている」が 78.6％ 

 

情報発信 

①チラシやパンフレットの配布：64.3％  

②メンバーなどによる口コミ：50.0％ 

③ホームページや SNS：42.9％  

メンバー募集は常に行っており、多様な媒体で情報発信をしている団体が多くなってい

ます。 
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（２）事業者 

①地域の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域活動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③サービスの質の向上 

 

 

  

ヒアリング結果 

・つながりを持っている人は多くの居場所等に行く反面、つ

ながりを持たない人は全く持っていないという両極端な傾

向 

・インフォーマルなサービスが少ない 

・交通の便が悪く、外出の妨げとなっている地域もある 

地域の課題 

①サービスに結びついていない人がいる：53.3％ 

②近所との交流が少ない：46.7％  

③地域から孤立している人がいる：40.0％ 

 

地域とのつながりが薄れる中で、サービスに結びついていない人、孤立している人が多くな

っています。 

ヒアリング結果 

・地域活動を行いたくても、地域で何が求め

られているかや、どの様に行ったら良いか

の情報や相談先がない 

・多問題の場合１事業者のみでの対応が難

しいこともあるが、事業者同士の横のつな

がりがない 

・事業者と地域をつなぐ場があると良い 

・地域活動に関する事例集があると良い 

 

現在行っている地域活動 

①ボランティアの受け入れ：73.3％ 

②研修会・学習会などへの講師派遣：33.3％  

③施設の一部開放や物品等の貸し出し：

26.7％ 

 

地域活動を進める上で市に期待すること 

①地域における施設と住民をつなぐコーディネ

ーターの配置：73.3％  

②活動資金確保に向けた支援の充実：46.7％  

③施設、住民を含めたネットワークづくり：

40.0％  

③施設と地域の連携協働に関わる意見交換の

場づくり：40.0％ 

 

既に地域とともに活動を行っている事業者は多くありますが、活動するにあたり地域の課題

や実際に取り組んでいく上での情報や相談相手が必要とされています。 

ヒアリング結果 

・独自研修や資格取得支援を行っている事

業者が多い 

・福祉サービス第三者評価や満足度調査等

を実施している事業者もある 

質の向上のために取り組んでいること 

①サービス提供にかかる職員研修の実施：86.7％  

①個人情報保護・管理の徹底：86.7％  

③相談窓口の設置などの環境整備：60.0％  

③利用者への情報提供の充実：60.0％  

③施設・設備等の充実：60.0％ 

 

各事業者においてサービスの質の向上のための取組を行っています。 
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５ 西東京市の現状から見える課題 

現在の市の状況とアンケート調査や地区懇談会の結果などを踏まえ、本計画では

以下の３つの点を特に大きな課題として捉え、検討していきます。 

 

●地域のつながりが希薄化しています 

 

 

 

 

市ではこれまでも様々な取組を通じて、多様な地域でのつながりづ

くりに取り組んできました。一方で、地域のつながりが希薄化してい

るということは、以前から指摘されており、つながりが希薄であると

いう市民の実感は大きく変わっていないのが現状です。また、地域に

おける住民同士のつながりづくりに加え、地域で活動する団体・事業

者同士の横の連携、住民と団体事業者とのつながりづくりについても

一層促進していくことが必要です。 

 

●相談先が分からない人が多くいます 

 

 

 

 

これまでほっとネットにより、地域福祉コーディネーターに困りご

とを相談できる体制をつくってきたほか、各分野の相談も実施してい

ますが、多問題ケースなどの分野横断的な相談体制の整備と、その周

知が必要となっています。また、活動者を支えるための支援の充実も

必要です。 

 

●必要な人に必要な情報が行き届いていません 

 

 

 

 

市としての情報発信は様々な媒体を用いながら行っていますが、依

然として必要な人に必要な情報が届いていないという声もあります。

情報を受けとる側の立場に立ったよりきめ細やかな発信の工夫が必要

です。 

隣近所の付き合いが少なく、交流の場も少なく感じます。近所や地域との

つながりが少ないことで、孤立してしまっている人もいるようです。 

地域で活動する団体や事業者同士の横のつながりも薄いです。 

相談先が複雑で分かりづらく感じます。ちょっとした困りごとも気軽に

相談できると良いです。 

団体や事業者も地域で活動する際に相談先がなく困っているようです。 

市では色々な助け合いの活動やサービスがあるようですが、必要になっ

た時にその情報が得にくいです。情報を受け取る側にとって分かりやすい

情報発信をしてほしいです。 
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第３章 計画の目指すもの 

  

１ 西東京市版地域共生社会とは 

西東京市版地域共生社会とは、市に住み・活動するすべての人が、支え手側・受

け手側と分かれることなく、互いに支え合いながら活躍できる社会のことです。 

地域においては、一人ひとりが地域で起こる問題を「我が事」として捉え、地域

の人々の困りごとに気付き、世代や分野を超えて地域の人たちや地域の資源が「丸

ごと」つながる取組を通して、地域のみんなで解決したり、適切な支援につなげる

仕組みをつくっていきます。 

また、行政をはじめ各専門機関では、あらゆる分野、あらゆる機関が連携し、包

括的・専門的な支援を行う体制をつくり、地域の活動を支えていきます。 

 

■西東京市版地域共生社会イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

地域の人々の困りごとに気付き、 

地域のみんなで解決したり、つなぐ仕組みづくり 

あらゆる分野、あらゆる機関が連携し、 

包括的・専門的な支援を行う体制づくり 

つながりづくり 

あらゆる主体が活躍する地域 

地域＝ 

行政・ 

専門機関 

＝ 
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市全体における位置付け 

西東京市版地域共生社会の実現には、従来の高齢者・障害者・子どもといった分

野別の社会福祉サービスを「縦割り」で提供するのではなく、世代や分野を越えた

「丸ごと」の考え方でのつながりづくりや、課題解決・支援につなぐ仕組みをつく

っていくことが必要です。 

社会福祉法の改正により、地域福祉計画は、高齢者・障害者・子どもなど各分野

の保健福祉計画の上位計画として位置付けられました。この第４期地域福祉計画で

は、各種保健福祉計画で共通して取り組む事項として「地域づくり」をキーワード

とし、分野横断的に地域福祉の推進に取り組んでいきます。 

 

■世代や分野を越えた西東京市版地域共生社会の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では、地域共生社会や「健康」応援都市を実現するための「仕組み」や「プラ

ットフォーム」と位置付けて、西東京市版地域包括ケアシステム構築の取組を推進

しており、主に、2025年問題に向けた課題について検討を進めています。 

全市的に分野を越えた共生型、全世代型の地域ケアのあり方を検討し、地域のあ

らゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できるまちづくりの実現

を目指します。 

 

■西東京市における地域共生社会の位置付け 

 

 

 

  

高齢福祉分野 障害福祉分野 児童福祉分野 

西東京市版地域包括ケアシステム 

地域共生社会 「健康」応援都市 

  

西東京市版地域共生社会 
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２ 基本理念 

市では第２期計画以降、地域福祉推進の理念を下記のとおり設定し、ふれあいや

支え合いのある地域づくりを進めてきました。 

本計画においても基本理念については引き継ぐとともに、第４期地域福祉計画に

おいて重点的に取り組むこととして、市民と行政や専門機関を含めた地域のあらゆ

る主体が活かしあいともに活躍し、活気があるまちを目指すという意味を込めて、

下記のとおり新たに副題を設定しました。 

 

地域でふれあい 支え合う 心のかようまち 西東京 

～ともに活きる！まちづくり～ 

 

 

  

３ 基本方針 

 

（１）市民の主体的な参画と協働による地域福祉を推進します 

地域の中で起きている課題について主体的に考えられるような福祉教育・啓発を

充実し、市民一人ひとりの活動への参画を促進するとともに、ボランティアや NPO、

社会福祉法人などの活動支援や、それらの団体や関係機関、各種ネットワークが広

く連携することにより、市民の主体的な参画と協働による地域福祉を推進します。 

 

 

（２）適切な支援を安心して受けられるためのしくみを充実します 

地域で孤立している人や必要な支援に結びついていない人を把握し、適切な支援

へと結びつけていくとともに、虐待や自殺、生活困窮、犯罪や非行からの立ち直り

支援など、地域における多様な生活課題の解決に向けて取り組み、適切な支援を安

心して受けられるための仕組みを充実します。 

 

 

（３）地域で安心して快適に暮らせる環境づくりを進めます 

身近な地域における防災・防犯の取組を充実するとともに、施設や道路などを誰

もが利用しやすいようユニバーサルデザインの考え方に基づき整備を進めるほか、

移動手段の確保や就労支援など、地域で安心して快適に暮らせる環境づくりを進め

ます。 

  



24 

    

４ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 基本方針 基本目標 

地
域
で
ふ
れ
あ
い
 
支
え
合
う
 
心
の
か
よ
う
ま
ち
 
西
東
京
 

～
と
も
に
活
き
る
！
ま
ち
づ
く
り
～
 

市
民

の
主

体
的

な
参

画
と

協
働

に
よ

る

地
域

福
祉

を
推

進
し

ま
す

 

基本目標１ 

一人ひとりが活

躍する地域づく

り 

（１）福祉教育・啓発の充実 

（２）地域活動・ボランティア活動 

の参画促進 

（３）専門的な人材の育成 

基本目標２ 

みんながつなが

りあう地域づく

り 

（１）地域における活動の促進 

（２）交流の場・活動の場づくり 

（３）地域における連携体制づくり 

適
切

な
支

援
を

安
心

し
て

受
け

ら
れ

る

た
め

の
し

く
み

を
充

実
し

ま
す

 

基本目標３ 

社会的孤立を防ぎ

必要な支援へつな

ぐしくみづくり 

（１）支援に結びつけるしくみづくり 

（２）多様な生活課題への対応 

（３）権利を擁護するしくみづくり 

地
域

で
安

心
し

て
快

適
に

暮
ら

せ
る

 

環
境

づ
く

り
を

進
め

ま
す

 

基本目標４ 

サービス内容の充

実・向上のためのし

くみづくり 

（１）情報提供の充実 

（２）相談支援体制の充実 

（３）サービスの質の向上 

 

基本目標５ 

災害や犯罪を防

ぐ環境づくり 

施策の方向 

（１）人にやさしいまちづくりの推進 

（２）移動手段の確保 

（３）就労に困難を抱える人の就労支援 

基本目標６ 

誰もが快適に暮

らせる環境づく

り 

（１）防災対策の充実 

（２）防犯対策の充実 
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地域共生社会を実現する上での基礎となる、 

“つながりづくり” 

困ったときに誰もが気軽に相談ができる、 

“相談体制づくり” 

必要な情報を必要な人に分かりやすく提供していく、

“情報発信の工夫” 

     

第４章 重点的な取組 

 

市では、これまでの間、第２期計画で構築した「ほっとするまちネットワークシ

ステム」を中心に据え、地域福祉の推進に取り組んできました。 

この結果、地域福祉コーディネーターへの相談件数や活動件数、ほっとネット推

進員の登録者数なども伸びており、地域の困りごとや課題を解決していくネットワ

ークとして一定の成果を挙げています。 

また、この間に策定された各種保健福祉計画においては、「地域でのささえあい」

「地域のつながり」という様に「地域づくり」を重要な視点として取りあげていま

す。 

本計画では、「西東京市版地域共生社会」の実現を見据え、「あらゆる主体が活躍

する地域」づくりを進めるため、アンケート調査や地区懇談会の結果などから浮か

びあがってきた特に大きな３つの課題に対して、以下の重点的な取組を設定してい

きます。 

 

課  題     重点的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域のつながりが

希薄化しています 

必要な人に必要

な情報が行き届い

ていません 

相談先が分からな

い人が多くいます 

１ 

２ 

３ 

→基本目標１―（１）（２） 

基本目標２―（１）（２）（３） 

→基本目標３―（１）（２） 

基本目標４―（２） 

→基本目標３―（１） 

基本目標４―（１） 

第５章 主な関連施策 

 

第５章 主な関連施策 

 

第５章 主な関連施策 
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１ つながりづくり 

 

現状のつながりづくり 

市では、地域のつながりが希薄化している中で、ほっとネットや地域協力ネット

ワークといった市独自の仕組みを通じて、地域でのつながりづくりに取り組んでき

ました。また、地域福祉コーディネーターを中心として、地域の人・サービス・関

係機関などがつながり、複雑化・多様化する地域での課題解決に対応してきました。 

 

しかし、近年では様々なコーディネーターや地域でのつながりづくりのためのネ

ットワークが増えてきており、それぞれが担う役割や事業の仕組みなどについて重

複する部分があるなど複雑化してきたため、市民が分かりやすい仕組みに整理する

ことが求められています。 

また、これらの市の仕組みとは別に、放課後カフェや子ども食堂など、地域での

課題に対応したつながりづくりや居場所づくりとして、市民の自主的な活動が増え

てきている状況です。 

 

 

 

 地縁型 目的型 

市全体  

 

生活支援コーディネーター 

概ね 

４圏域程度 

地域協力ネットワーク 

地域福祉コーディネーター 

生活支援コーディネーター 

概ね 

20 地域程度 

ふれあいのまちづくり住民懇談会 

ＰＴＡ活動 

ほっとネット推進員 

ささえあい協力員 

さらに身近な 

地域単位 

民生委員・児童委員 

自治会・町内会 

放課後カフェ・子ども食堂などの

市民の自主的な活動 

※網掛は市などの仕組み 

※地縁型・目的型の区分けは便宜上のもの 

  

つながりづくり 

福
祉

圏
域

 



 

27 

 

第 

４ 

章 

 

検討の方向性 

西東京市版地域共生社会の実現に向けては、その基礎となるつながりづくりが重

要です。そのため、地域のつながりづくりのためのネットワークやコーディネータ

ーについては、現状を踏まえて今一度見直しを図りながら推進していく必要があり

ます。また、市民の活動の場・出会いの場となる居場所づくりについても、より一

層充実させる必要があります。 

 

市独自の仕組みとして、地域でのつながりづくりのためのネットワークや様々な

コーディネーターに関する事業については、そのあり方について継続的に検討を行

い、市民や関係者にとって分かりやすく整理していきます。 

また、身近な地域における交流の場としての居場所の重要性に鑑み、市民が地域

活動を行う「場」の量的な充実を図ります。併せて、多様化する居場所への市民の

ニーズに対応するため、地域に存在する居場所に関する情報や、居場所を含む地域

の活動に関する取組の情報収集と提供を行うなど、質的な面での充実に向けた支援

も行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

身近なつながりが生まれる、市民の自主的な活動や地域の居場所 

 

つながりづくりにも寄与する、市独自の仕組み 

 

・ほっとネット（地域福祉コーディネーター、ほっとネット推進員） 

・ささえあいネットワーク（生活支援コーディネーター、ささえあい協力員） 

・ふれあいのまちづくり 

・地域協力ネットワーク                         など 

市全域 

概ね４圏域程度 

概ね 20 圏域程度 

さらに身近な地域単位 

→充実させる 

→あり方の検討を行う 
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２ 相談体制づくり 

 

現状の相談体制 

市ではこれまで、市民からの相談については高齢者における地域包括支援センタ

ーでの相談対応や、子どもに関する子ども家庭支援センターでの相談対応などそれ

ぞれの分野ごとにおける相談対応体制の充実を図ってきたところです。 

しかし、制度の狭間の課題を抱えるケースや分野がまたがる複雑なケース、複合

的な課題を抱えるケースが増えてきている中、どこに相談に行ったら良いか分から

ないといった声も多くなっています。 

 

また、相談受付の手段としては、窓口における対面相談や、電話やメールなどの

手段による相談対応も行ってきたほか、必要に応じて地域に出向いての相談も行っ

てきたところです。 

しかし、アンケートや地区懇談会の結果では、地域とのつながりが不十分である

ことにより、何らかの支援が必要な状況であるにも関わらず、必要な支援に結びつ

いていない方が少なからずいる状況があります。 

 

行政の窓口は・・・     地域に出向いた相談は・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

？ 

各
課

窓
口

・
電

話
等

 

分野ごとに多くの相談先があり 

窓口が分からない  など 

地域福祉コーディネー

ターなどのアウトリーチ 

必要な支援に結びついて 

いない         など 

●市役所に来所し、 

分野別の窓口へ 

●市役所に電話をし、

分野別の担当課へ 

●部署によってはメー

ル相談も受け付け 

●地域に出向いた地域

福祉コーディネーター

等による相談受付 

 

十分に行き届いていない 
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検討の方向性 

今後は、複雑化・複合化した課題を抱えるケースにも対応できるような包括的な

相談体制を整備し、市民が何でも相談することができ、相談する窓口が分からなく

て困ることが無い様にすることが求められています。 

そのため、市民からの相談を一元的に受け付け、関連機関等と連携し、適切な専

門機関等に確実につなぐことにより、課題解決を行うことができる相談支援体制及

びそれを支える関連機関等の連携体制の構築に取り組みます。 

 

また、包括的な相談支援体制をより効果的に機能させるために、地域に出向いた

活動（アウトリーチ）を重視するとともに、相談支援体制に関する広報を積極的に

行うことで、必要な支援に結びついていない方などからの相談や課題などを発見し、

支援に結びつけていきます。 

併せて、地域を支える住民の活動の重要性にも鑑みて、ほっとネット推進員など

の地域で活動している方々に対する支援体制についても、より一層の充実を図り、

地域からの課題提起を受け付け、集約し、解決につなげる仕組みの構築に取り組み

ます。 

 

 

 

  何でも相談できる体制 

受け止めきる 

つなぎきる 

社会福祉協議会 

関連機関等の連携 

社会福祉法人 

 

児童相談所 

関連機関例 

 

地域福祉コーディネーター 

 

ボランティア団体・ＮＰＯ団体 

関係行政機関 

民間企業 

地域包括支援センター 

民生委員・児童委員 シルバー人材センター 

アウトリーチ 

地域からの 

課題集約 

ほっとネット推進員 

ふれあいのまちづくり住民懇談会 

                  など 

保健所 

医療機関 

 

警察・消防 
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３ 情報発信の工夫 

 

現状の情報発信 

市ではこれまでも、市民に対する分かりやすい情報発信に努めており、市報やホ

ームページ、各課の発行する各種パンフレットなどに加え、近年では SNS の活用

などの新たな手法も加えた様々な工夫を行ってきました。 

これにより市民は様々なツールを通じて市の発信する情報を検索、入手すること

が可能となりました。 

 

しかし、アンケートの結果では、依然として「分かりやすい情報の提供」への要

望が多くなっており、また、地区懇談会においては、市のサービスや相談窓口など

の情報が必要な時に得られにくいとの声が挙げられています。 

また、ボランティア活動や居場所など、市域全体よりも、より身近な地域の中で

の情報を共有する手段が少ないことにより、市民の地域活動への参加につながって

いない一因となっている状況があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●市民全体に向けた総合的な情

報発信 

●自ら情報を取りにいきたいが、

どこに取りに行ったら良いか分

からない 

●必要な時に必要な情報がどこ

にあるか分からない 

市の情報発信 

 

●市報「広報西東京」 

●市ホームページ 

●各課の情報パンフレット 

●ＳＮＳの活用 

など 
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検討の方向性 

市の情報発信に関しては、これまでも市民に分かりやすい情報発信に努めてきま

したが、引き続き新たな手法も含めた情報発信の方法を工夫していきます。 

また、年代や属性、情報を入手する上での障害の有無など、情報の受け手側の立

場に立った視点での情報提供に努め、誰でも必要なときに必要な情報を入手するこ

とができるようなきめ細やかな情報提供の検討を行います。 

 

併せて、より身近な地域の中の情報については、地域内における口コミや掲示板

などの活用や、地域における情報発信の機会・場の提供など、地域内の情報共有の

促進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の発信 

地域内の情報共有 

●情報発信方法の工夫 

●世代別、目的別など、ターゲットの

明確化 

●講座やイベントを活用した情報発信 

●ＳＮＳの活用      など 

●出前講座など地域に出向いた情報

発信 

●地域内の口コミや掲示板等での共有 

●圏域など、地域に的を絞った情報発

信の検討          など 

【情報の内容例】 

・サービス 

・イベントや講演会 

・市政全般に関する情報 

 など 

【情報の内容例】 

・地域のイベントや活動 

・地域の居場所 

・地域別の情報 

 など 
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第５章 施策の展開 

 

第５章については、基本目標ごとの現状と課題を踏まえ、 

●施策の方向 

●地域で取り組めること 

●市が取り組むこと 

について掲載しています。第５章の見方については下記のとおりとなります。 

 

 

 

 

  

（１）福祉教育・啓発の充実 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
福祉についての理解と関心を深めるとともに、地域の課題に地域で気づき、一人

ひとりが主体的に考え行動するきっかけづくりとなるよう、福祉教育・啓発を充実

します。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・隣近所や地域の中で、あいさつをし合える雰囲気をつくる 

・地域で助け合い支え合う輪が地域に広がる様に、声かけしていく 

・地域の人の「困った」を、自分にも起こりうることだと認識する 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

学校における福祉教育の機会や、生涯学習関係の講座等を通じた福祉に関する学

習機会を充実します。 

また、市報やホームページ、エフエム放送、各種行事などを活用し、福祉に関す

る啓発・広報活動を充実します。 

■主な取組 

①学校における福祉教育の充実 

学校教育における奉仕体験活動の推進 

 

生活福祉課 

教育指導課 

人権教育の推進 教育指導課 

②地域における福祉の学習機会の充実 

出前講座の実施 企画政策課 

生涯学習推進指針の推進 社会教育課 

福祉課題の理解を深めるための講座の開催 公民館 

③福祉の啓発機会・場の充実 

地域福祉に関する普及啓発活動の実施 生活福祉課 

高齢者福祉に関する普及啓発活動の実施 高齢者支援課 

障害福祉に関する普及啓発活動の実施 障害福祉課 

施策ごとの方向性について記載して

います。 

地域で取り組めることについて、

「例えば…」として、アンケート調査

や地区懇談会、計画策定・普及

推進委員会等で出てきた意見等

を要約し、記載しています。 

下段は市民のみなさんが施策を

身近に感じていただくためのスペ

ースです。地域で取り組めることを

書き込んでみて下さい。 

市が取り組むことについて、その内

容と主な取組の例、所管課を記載し

ています。 
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基本目標１ 一人ひとりが活躍する地域づくり 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

近所付き合いの必要性は認識されている。 

一方で、地域のつながりが弱くなってきている。

また、ボランティア活動への参加意向があっても実

際の活動に結びついていない人も多くいる。 

 

これまでの市の取組 

・小学校での認知症サポーター教室の実施や、オリンピック・パラリンピック教育

を通じた障害者理解の取組の実施など新たな福祉教育に取り組んできました。 

・地域福祉コーディネーター事業、ささえあいネットワーク事業などを通じて、地

域活動への参加促進につながる取組を実施してきました。 

 

課 題 

＜福祉に関する啓発が一層必要＞ 

・地域での人との付き合いやかかわりについては、「必要がある」という回答が約８

割となっており、付き合いの程度については「顔を合わせれば、あいさつする」

程度の付き合いという回答が約７割となっています。また、地区懇談会の中でも

近所付き合いが弱くなっているとの意見が多く、地域の中のつながりは希薄化し

ています。市では学校での福祉教育等に取り組んでいますが、地域のつながりの

中で住民同士がお互いに支え合うといった地域福祉に関する考え方などを啓発

する機会・場については、一層の充実による啓発が必要です。 

＜ボランティア活動に参加したい人が取り組める支援が必要＞ 

・アンケートではボランティア活動の参加意向が約４割あるにもかかわらず、実際

に活動経験があるのは１割半ば程度と少なく、ボランティア活動の仲間がいない

ことや忙しくて今は取り組めないといった理由が多くなっています。一方地区懇

談会の中では、活動自体が知られておらず参加できていないという意見も出てお

り、参加したい人が活動に取り組めるための支援が必要です。 
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（１）福祉教育・啓発の充実 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
福祉についての理解と関心を深めるとともに、地域の課題に地域で気付き、一人

ひとりが主体的に考え行動するきっかけづくりとなるよう、福祉教育・啓発を充実

します。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・隣近所や地域の中で、あいさつをし合える雰囲気をつくる 

・地域で助け合い支え合う輪が地域に広がる様に、声かけしていく 

・地域の人の「困った」を、自分にも起こりうることだと認識する 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

学校における福祉教育の機会や、生涯学習関係の講座等を通じた福祉に関する学

習機会を充実します。 

また、市報やホームページ、エフエム放送、各種行事などを活用し、福祉に関す

る啓発・広報活動を充実します。 

■主な取組 

①学校における福祉教育の充実 

学校教育における奉仕体験活動の推進 

 

生活福祉課 

教育指導課 

人権教育の推進 教育指導課 

②地域における福祉の学習機会の充実 

出前講座の実施 企画政策課 

生涯学習推進指針の推進 社会教育課 

福祉課題の理解を深めるための講座の開催 公民館 

③福祉の啓発機会・場の充実 

地域福祉に関する普及啓発活動の実施 生活福祉課 

高齢者福祉に関する普及啓発活動の実施 高齢者支援課 

障害福祉に関する普及啓発活動の実施 障害福祉課 
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（２）地域活動・ボランティア活動の参画促進 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
自分自身の住む身近な地域をより良くするための活動や、多様な分野におけるボ

ランティア活動等、市民一人ひとりが地域活動・ボランティア活動に参画しやすい

環境づくりに努めます。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・ほっとネット推進員やささえあい協力員などの地域活動へ参加する・参加を勧める 

・共通の困りごとや楽しいことなど、小さな集まりからはじめて活動につなげる 

・ボランティアセンターに相談したり、地域活動ボランティア経験者に聞いてみる 

・自治会・町内会がある地域は組織の活性化を行う。ない地域では新たな組織を検討する 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

ほっとネット推進員などの制度や、自治会・町内会への加入促進、各種講座の開

催など多様な取組により、地域活動への参画を促進します。 

また、ボランティアの養成講座の開催やボランティア活動の情報の周知により、

ボランティア活動への参画を促進します。 

■主な取組 

①地域活動への参画促進 

ほっとネット推進員の発掘・育成  ふれあいのまちづくり事業への支援 

地域活動の促進のための支援 

生活福祉課 

ささえあい訪問協力員登録の促進 高齢者支援課 

自治会・町内会加入促進・啓発・支援 市民協働推進センター事業の実施 協働コミュニティ課 

地域活動推進の各種講座の開催 公民館 

②ボランティア活動の参画促進 

ボランティア・市民活動センターへの支援 生活福祉課 

介護支援ボランティア制度の充実 高齢者支援課 

ファミリーサポートセンター事業の周知 子ども家庭支援センター 
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（３）専門的な人材の育成 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
市民個人の資格や職能、特技を発揮し、地域で活躍できるよう、専門的な人材を

育成するとともに、ほっとネットの中心を担う地域福祉コーディネーターの一層の

充実を図ります。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・地域の人材育成等の学習の機会を利用してみる 

・専門的な職能や技術を持つ方を招き、地域行事に参加してもらい指導者として活躍しても

らう 

・子育てなどで仕事を離れている人材に呼びかけを行う 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

大学などとの連携による福祉実習生の受入や民生委員・児童委員向けの研修等に

より、福祉の専門的な人材の資質向上に向けた支援を行います。 

また、ほっとネットの中心を担う地域福祉コーディネーターの一層の充実を図り

ます。 

■主な取組 

①福祉人材の育成 

福祉実習生の受入 生活福祉課 

くらしヘルパーの養成  各種研修への受講費用助成 高齢者支援課 

②民生委員・児童委員への支援 

民生委員・児童委員に対する研修の実施 生活福祉課 

③地域福祉コーディネーターの充実 

地域福祉コーディネーターの育成 生活福祉課 
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基本目標２ みんながつながりあう地域づくり 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

地域交流の拠点である地域活動拠点や居場所は増

えつつある。 

一方で、ニーズの多様化やそれらの場が知られて

いないことなどから、広報のあり方やネットワーク

づくりが必要。 

 

これまでの市の取組 

・市民協働推進センター（ゆめこらぼ）での活動ノウハウなどの情報提供、機材や

サロンスペースの貸出しなどの支援の取組が、登録団体数やホームページアクセ

ス数の増加として現れています。 

・地域福祉コーディネーターはサロンなどの交流や活動の場づくりの取組を支援し

ています。また、ふれあいのまちづくり事業の地域活動拠点については、第３期

計画期間中に３か所増えています。 

・地域における連携体制の構築の取組として、自治会、地域団体・組織、企業、警察、

消防などで構成する地域協力ネットワークの設立と相談支援に取り組んでいます。

これまでに、南部及び西部の地域協力ネットワークが設立されています。 

 

課 題 

＜多様な交流の機会や場を増やすことが必要＞ 

・アンケートでは、地域の中の課題として近所との交流が少ないことが３割で最も

多いほか、地区懇談会においては地域交流の機会や場が少ないことが課題として

挙げられています。また、居場所へのニーズが多様化しているという指摘も出て

おり、多様な居場所を増やしていくことが必要です。 

＜交流の場の広報や利便性の向上が必要＞ 

・活動を行う場の数は増えてきているものの、中にはそういった場が知られていな

いということや、公共施設の場合は活動の目的によっては、活動が制限される場

合もあり、場の広報や使いやすさの検討が必要です。 

＜多様な分野の連携が必要＞ 

・団体・事業者調査では関係者や団体間の情報共有や横のつながりが少ないという

ことも課題として挙がっており、福祉だけではなく様々な分野を含めたネットワ

ークづくりが必要となっています。また、地域と団体・事業者とのつながりづく

りの仕組みの検討も必要となっています。 
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（１）地域における活動の促進 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
地域で活動していく上での相談や情報提供等により、ボランティア団体・ＮＰＯ

等の市民活動団体や社会福祉法人等の活動が充実するよう支援します。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・個人では、ボランティア団体やＮＰＯ等の団体の活動に参加する 

・各種団体等は、チラシや SNS 等多様な手段で活動を PR する 

・社会福祉法人は、連絡会を通した活動や各法人の取組を展開する 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

活動を行う際のノウハウや各種情報提供、活動用機材の貸出し、サロンスペース

の提供等により、ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動を支えます。 

また、地域協議会を通じて地域の状況を伝えるなど、社会福祉法人による地域貢

献の取組を促進します。 

■主な取組 

①ボランティア団体・NPO 等の活動支援 

地域福祉に関する寄附や募金等の意義などの周知 

ボランティア・市民活動センターへの支援 

生活福祉課 

市民協働推進センター事業の実施 協働コミュニティ課 

②社会福祉法人の公益活動の促進 

地域協議会を通じた地域ニーズの情報提供 生活福祉課 
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（２）交流の場・活動の場づくり  

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
地域の中の交流を深める場や様々な活動団体の拠点となる活動の場づくりにつ

いて、既存の資源の有効活用を含めて検討します。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・老若男女が集う地域交流イベントを増やす、参加したくなる内容となるよう工夫する 

・居場所づくり等の取組について、立ちあげ方などの事例を共有する 

・自宅開放などを含め、いつでも立ち寄れる居場所をつくる 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

気軽に地域の人が集まり、交流を持てる場や、様々な市民ニーズに沿った利用が

しやすい活動の場を確保します。 

また、コミュニティ施設や公民館等の既存施設を活動拠点としての活用を検討し、

地域活動を促進していきます。さらに、空き家等を活用した新たな拠点づくりを検

討します。 

■主な取組 

①多様なニーズに合った場の確保 

交流の場・居場所づくりの支援 

 

生活福祉課 

高齢者支援課 

ふれあいのまちづくり事業への支援 生活福祉課 

学校施設開放の実施 社会教育課 

②既存施設の活用と利便性の向上 

既存施設の活動拠点としての活用の検討 

 

 

 

保育課 

文化振興課 

公民館 

図書館 

③福祉施設の地域開放 

各福祉施設の地域開放の検討・促進 高齢者支援課 

障害福祉課 

子ども家庭支援センター 

④空き家等を活用した活動拠点の検討・発掘 

ふれあいのまちづくり事業への支援 生活福祉課 

空き家対策・利活用の推進 住宅課 
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（３）地域における連携体制づくり  

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
地域福祉を市全体で推進していくために、ボランティア団体・ＮＰＯや事業者等

の組織の連携や、関係機関、各種ネットワークなど、地域における連携体制を強化

します。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・地域で活動されている方々の交流会を実施する 

・色々な場や集まりに顔を出し、様々な地域組織や団体、機関とつながりを持つ 

・団体や事業者同士の情報交換ができる場を設ける 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

ボランティア団体・ＮＰＯや事業者など、地域で活動する組織同士の情報共有・

連携を促進するとともに、福祉の分野だけではなく、自治会・町内会・学校等、多

様な分野とも連携を強化します。 

■主な取組 

①地域で活動する組織同士の情報共有・連携促進 

地域協議会を通じた情報提供 生活福祉課 

市民協働推進センター（ゆめこらぼ）の運営を通じた連携促進 協働コミュニティ課 

事業者等連絡会の開催 関係各課 

②多様な分野の連携強化 

ほっとネットを通じた連携強化   つながりづくりのための仕組みづくりの検討 生活福祉課 

地域包括ケアシステム推進協議会の実施 高齢者支援課 

地域協力ネットワークへの支援 協働コミュニティ課 

居住に関する相談等窓口連携 住宅課 

③地域包括ケアシステムの構築 

地域包括ケアシステム構築に向けた地域づくり 

 

生活福祉課 

高齢者支援課 

障害福祉課 

子ども家庭支援センター 

④ほっとするまちネットワークシステムの推進 

地域福祉コーディネーター事業の推進 生活福祉課 
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基本目標３ 社会的孤立を防ぎ必要な支援へつなぐしくみづくり 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

各分野における相談支援体制や総合的なサービス

提供に向けた取組が進んでいる。 

一方で、分野横断的な包括的な相談・支援が行え

る体制や多様な生活課題を持つ人を把握し、支援に

つなぐ仕組みが必要。 

 

これまでの市の取組 

・高齢者分野の生活支援コーディネーター配置や、障害者分野の相談支援体制の整

備など、各分野でサービス提供に向けた取組を進めています。 

・地域福祉コーディネーターの相談対応の件数は増加傾向にあります。 

・生活困窮者支援については、平成 27 年度から相談や就労支援を実施しています。

プラン作成数や就労者数は増加傾向にあります。 

 

課 題 

＜様々なニーズに対応できる相談支援体制＞ 

・複合的な課題や様々なニーズが増加している中、各々に対応した相談・支援体制

を整えている一方で、地区懇談会では、様々な制度や窓口が複雑で分かりづらい

との指摘が出ています。 

＜支援を必要とする人を把握し、支援につなぐ仕組みが必要＞ 

・アンケートや地区懇談会、団体・事業者調査では、多様な生活課題を持つ人が地

域の中に少なからずいる状況が見えてきています。しかし、地区懇談会や団体・

事業者調査では、個人情報の保護や本人の意識などからそのような人の把握が困

難な状況が明らかになっています。 
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（１）支援に結びつけるしくみづくり  

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
支援が必要な人を地域の中で把握し、支援へと結びつけていくとともに、公的な

サービスだけでなく地域における各種支援も活用するなど、総合的に調整を図りま

す。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・元気なうちからつながりをつくっておく 

・困っている人に気付いたら、ちょっとしたことでも声かけを行う 

・孤立している人には、地域の居場所やサロンの情報を伝える 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

地域で孤立している人や、何らかの支援が必要であるにもかかわらず結びついて

いない人に地域で気付き、気付いた人が声をあげやすい環境や仕組みをほっとネッ

ト等を通じて強化します。 

また、支援に結びついていない人を専門機関へつなぎ、公的サービスとそれ以外

の地域での支援を組み合わせて総合的に支える体制を充実します。 

■主な取組 

①地域で孤立している人や支援に結びついていない人の把握や、見守りへの支援 

地域福祉コーディネーターとほっとネット推進員との連携 

民生委員・児童委員による地域の見守り    包括的な相談支援体制の検討 

生活福祉課 

ささえあいネットワーク事業の実施    一般介護予防事業の実施 高齢者支援課 

相談支援事業の実施 障害福祉課 

②専門機関へつなぎ、総合的な調整をする体制の充実 

地域福祉コーディネーターによる相談支援の実施 

生活サポート相談窓口による相談体制の充実   包括的な相談支援体制の検討 

生活福祉課 

地域包括支援センターによる相談支援体制の充実 高齢者支援課 

相談支援事業の実施 障害福祉課 

子ども家庭支援センターのどかでの相談支援の充実 子ども家庭支援センター 
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（２）多様な生活課題への対応  

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
虐待やＤＶなどの暴力の防止、自殺や生活困窮者などへの対策、犯罪や非行から

の立ち直り支援や外国籍市民の社会参加など、地域における多様な生活課題の解決

に向けて取り組みます。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・外国人の方に料理や言葉の教室を主催して頂くなど、交流の機会を持つ 

・地域の中で、子ども食堂を実施する 

・隣近所などで虐待や DV が疑われる家庭があった場合は通報する 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

被害にあいやすい高齢者・障害者・子ども・女性等に対する虐待や DVなどの暴

力を防止するための対策を充実するほか、自殺防止（生きる支援）対策を充実する

など、命に関わる支援を行います。 

また、生活困窮者への支援は新規支援の検討を行うほか、犯罪や非行を防止し、

立ち直りを支える活動に対する支援を実施します。 

■主な取組 

①虐待や暴力防止対策の充実 

地域包括支援センターによる相談対応 高齢者支援課 

虐待防止センター等による相談対応 障害福祉課 

子ども家庭支援センターのどかでの相談支援の充実 子ども家庭支援センター 

女性に対する暴力をなくす運動           男女平等推進センター「パリテ」の相談支援 協働コミュニティ課 

②自殺対策の充実 

ゲートキーパー研修の実施 

からだと心の健康相談 

自殺防止（生きる支援）対策の啓発 健康課 

③外国籍市民の社会参加の促進 

多言語による情報提供「西東京市くらしの情報」 

多言語版生活情報誌の作成 

外国人のためのリレー専門家相談会の実施 文化振興課 

外国人のための日本語講座の開催 子ども向け多文化共生講座の開催 公民館 

④生活困窮者への支援 

生活困窮者自立支援事業（ひきこもり・ニート対策事業・教育支援等）の推進 

生活サポート相談窓口での相談体制の充実 

生活福祉課 

⑤犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える支援 

更生保護活動への支援 社会を明るくする運動への参加 生活福祉課 
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（３）権利を擁護するしくみづくり  

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
適切なサービス提供・利用が進むよう、日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁

護事業）や成年後見制度の普及・活用など、権利を擁護する仕組みの普及と活用を

進めます。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・「あんしん西東京」等の相談窓口の情報を地域で共有する 

・日常生活自立支援事業などの権利を守る制度を学ぶ 

・記憶や判断能力が心配な方がいたら、相談先へつなげる 

・書類の手続や銀行等の払い出しに困っている人がいたらサービスにつなげる 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人が適正にサービスを

利用できるよう、権利擁護センター「あんしん西東京」を中心に、日常生活自立支

援事業（地域福祉権利擁護事業）や成年後見制度の普及と活用を進めます。 

■主な取組 

①判断能力が不十分な方への支援 

権利擁護センター「あんしん西東京」での相談支援 生活福祉課 

②成年後見制度の普及と活用 

成年後見制度の利用の促進 生活福祉課 
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基本目標４ サービス内容の充実・向上のためのしくみづくり 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

情報発信・サービスの質の向上に継続的に努めて

いる。 

一方で、市民からは「分かりやすい」情報提供を

求める声も多く、引き続き「受け手側」目線での情

報発信の工夫が必要。 

 

これまでの市の取組 

・ウェブアクセシビリティに配慮したホームページリニューアルを行ったほか、更

新通知アプリを導入するなど、ウェブ上での情報提供の分かりやすさの向上に取

り組んでいます。 

・地域福祉コーディネーター、地域包括支援センター、子ども家庭支援センターな

ど、各分野における相談体制の整備に取り組んできました。それぞれの機関にお

ける相談件数は概ね横ばいか増加傾向となっています。 

・福祉サービス第三者評価制度の普及啓発、各分野での事業者連絡会等の設置など

サービスの質の向上のための取組を実施しています。 

 

課 題 

＜市民が必要な情報を得やすい情報発信の工夫が必要＞ 

・情報発信については、アンケートでは地域福祉推進のための優先施策として、分

かりやすい情報の提供が４割弱で最多回答となっています。また、地区懇談会で

も分かりやすい情報提供が課題との声が特に多く挙げられており、「受け手側」の

情報の得やすさを一層工夫する必要があります。 

＜相談しやすい体制の整備が必要＞ 

・地区懇談会では、相談先が分からないとの意見も多くでており、相談しやすい体

制の整備と、相談先の広報が必要です。 

＜多様な福祉サービス提供事業者の育成が必要＞ 

・多様な福祉サービス提供事業者の育成については、十分な取組が行えていない分

野があります。 
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（１）情報提供の充実 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
地域における様々な活動等や、サービスや各種支援に関する情報を地域の中で共

有できる仕組みを整えるとともに、市民に伝わりやすいよう情報発信方法を工夫し

ます。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・犬の散歩やサロンなど、地域の人が集まる場で情報を集める 

・知っている情報や入手した情報を困っている人に伝えてあげる 

・SNS 等インターネットを利用した地域情報を発信する 

・地域のサロンやボランティア同士の情報交換会を開催する 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

市報やホームページのほか、各分野で作成する冊子など多様な媒体を用い、市民

に必要な情報が伝わるような情報発信方法を工夫するほか、身近な地域における情

報共有の促進について検討します。 

また、情報取得が困難な方が必要な情報を入手しやすくなるよう、音声による市

報や、音声コードによる各種パンフレットの作成などを行います。 

■主な取組 

①市民に伝わる情報提供体制の充実 

制度・サービスに関する周知・説明のパンフレット等の作成・改訂 

既存の情報提供手段の改善 

関係各課 

身近な地域における情報共有の促進の検討 生活福祉課 

②情報取得が困難な方への配慮 

音声による市報での情報提供 

エフエム放送での情報提供 

ホームページの管理･運営 秘書広報課 

手話通訳者の設置、要約筆記者の派遣等 障害福祉課 
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（２）相談支援体制の充実 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
日常生活の中で困りごとが生じたときに、身近な地域から専門職まで、様々な相

談体制を充実し、多様な媒体・手段による対象者ごとのきめ細かい相談に応じます。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・民生委員や近所付き合いの中で相談しやすい人などに相談する 

・サロンや食事会等の集まる機会をつくり、相談相手になる 

・気軽に何でも相談できる、出入りしやすい場所をつくる 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

民生委員や、地域福祉コーディネーターなど身近な地域での相談体制を充実しま

す。 

また、対象者ごとのきめ細かい相談について、各分野の専門職が応じるとともに、

電子メールや電話、ファックスなど多様な媒体を利用した相談を実施していきます。 

■主な取組 

①身近な地域での相談体制の整備・充実 

ほっとネットによる相談体制 民生委員による相談体制 生活福祉課 

地域包括支援センターにおける相談 高齢者支援課 

地域子育て支援センターにおける相談の実施 保育課 

②対象者ごとのきめ細かい相談の充実 

在宅療養連携支援センターにしのわの充実 包括的支援事業 高齢者支援課 

相談支援事業の実施 障害福祉課 

ひいらぎにおける子育て相談、各通所グループ、個別療育における相談体制の充実 健康課 

ひとり親家庭の自立に向けた支援 子育て支援課 

子ども家庭支援センターのどかでの子どもや子育て世帯に関する総合相談の実施 子ども家庭支援センター 

女性相談「女性の悩み何でも相談」 協働コミュ二ティ課 

教育相談・就学相談の実施 教育支援課 

居住に関する相談 住宅課 

③多様な媒体・手段による相談の充実 

電話、電子メール等による多様な手段による相談の実施 関係各課 

包括的な相談支援体制の検討 生活福祉課 

地域子育て支援センターによる子育て支援情報の周知 保育課 

関係機関のネットワーク強化を目指したシステム導入の検討 子ども家庭支援センター 
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（３）サービスの質の向上 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
福祉サービス第三者評価の受審促進や福祉サービスに対する苦情の解決により

サービスの質の向上を図るとともに、多様な福祉サービス提供事業者の育成に取り

組みます。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・市や事業所の相談窓口を有効に活用する 

・自らに適したサービスを選べる様に情報を集める 

・事業者・行政のサービスについて出前講座を利用し学ぶ 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

市内でサービスを提供している事業者に福祉サービス第三者評価の受審を勧奨

するほか、福祉サービスの苦情に対して、苦情相談窓口等による苦情解決を行い、

サービスの質の向上に努めます。 

また、民間事業者や NPO法人など多様な福祉サービス提供事業者の育成や、新

たに共生型サービス導入の検討を進めます。 

■主な取組 

①事業者の質の確保と向上 

福祉サービス第三者評価制度の普及啓発・受審勧奨 生活福祉課 

介護保険連絡協議会分科会での情報提供 高齢者支援課 

障害関係事業所連絡会での情報提供 障害福祉課 

基幹型ブロック会議の開催等 保育課 

②苦情解決システムの充実 

権利擁護センター「あんしん西東京」での福祉サービスに関する苦情受付 

保健福祉サービス苦情調整委員会による調整 

生活福祉課 

③多様な福祉サービス提供事業者の育成 

介護保険連絡協議会分科会での情報提供 高齢者支援課 

障害関係事業所連絡会での情報提供 障害福祉課 

公立保育園の民設民営化の推進 保育課 

④地域共生型サービスの検討 

地域共生型サービスの検討 高齢者支援課 

介護保険事業と障害福祉サービス事業の連携の推進 障害福祉課 
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基本目標５ 災害や犯罪を防ぐ環境づくり 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

地域の防災力を高める取組や、災害時における避

難体制の確保に取り組んでいる。 

一方で、緊急時どうしたら良いか分からないとい

う意見が多くあり、緊急・災害時などいざという時

にどの様に動くかの認識の共有が必要。 

 

これまでの市の取組 

・自主的な防災活動を行っている防災市民組織登録数は増加しているほか、各種訓

練やリーダー養成講座、防災講習会の実施等を通じ、地域で防災を担う人材の育

成を支援しています。 

・福祉避難施設は市内 29 か所あり、危機管理訓練としてワークショップを開催し

ています。また、避難施設の案内板について、外国籍市民の方にも分かる案内用

図記号（ピクトグラム）を採用した整備を進めているほか、平成 29 年度には外

国籍市民を交えた防災講座を実施しました。 

・市報への防犯啓発記事の掲載や防災無線での防犯啓発放送などを行ったほか、子

ども 110 番ピーポくんの家が増加、通学路への防犯カメラの全校設置を完了す

るなど取組が進んでいます。 

・振り込め詐欺などの特殊詐欺の対策として、被害を受けるおそれのある高齢者へ、

被害防止効果のある自動通話録音機の配布を行い、被害防止対策を進めました。 

課 題 

 

＜地域ぐるみの防災・防犯の取組の推進が必要＞ 

・アンケート調査では、地域の中での課題として「緊急時にどうしたら良いか分か

らない」が上位にあげられているほか、市が優先して取り組むべき施策でも防災・

防犯が上位にあげられており、防災・防犯への不安は多くの人が持っています。

また、地区懇談会では、災害時の対応方法が分からないといった意見も出ており、

地域ごとの避難訓練など、非常時にどの様に動くかの共有が必要です。 

＜災害時に支援を行える体制づくりが必要＞ 

・避難行動要支援者ごとの避難計画である個別計画は未策定者がいるため、避難支援

協力者を確保し、個別計画を策定することが課題となっています。  
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（１）防災対策の充実 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
身近な地域における防災訓練等の取組を進めるとともに、災害時に支援が必要な

方の把握や安全確保策の推進など防災対策を充実します。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・避難所や決めたルート確認をしたり、災害時対応ルールをつくる 

・一人でも多くの人が参加できる様に、防災訓練やイベントを企画する 

・避難所運営ゲームの実施など、地域で防災について話し合う 

・市民防災組織をつくり、災害時に助け合える環境をつくる 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

防災訓練や学校避難所運営協議会等の取組を地域とのつながりを深めながら推

進し、災害時にも助け合えるようなコミュニティづくりを平常時から進めます。 

また、高齢者や障害者、妊産婦・乳幼児、外国籍市民など災害時に支援が必要な

方の把握と安全確保策の検討を進めるほか、福祉施設との協定推進など福祉施設等

における安全・防災対策を充実します。 

■主な取組 

①地域防災力の強化 

自主防災組織活動への支援   総合防災訓練の実施 危機管理室 

市立学校避難所運営協議会への支援 

 

危機管理室 

教育企画課 

防災・減災に関する講座の実施 公民館 

②災害時に支援が必要な方の把握と安全確保策の推進 

福祉避難所の指定 危機管理室 

災害時要援護者の登録 

 

危機管理室 

高齢者支援課 

障害福祉課 

母子健康手帳や母子カードの情報を活用した情報連絡体制の検討 健康課 

総合防災訓練（外国人住民避難訓練）の実施 文化振興課 

③福祉施設等における安全対策 

福祉施設との協定推進 防災講話等の啓発事業の実施 危機管理室 

防犯訓練、応急救命講習会等の実施 障害福祉課 
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（２）防犯対策の充実 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
学校や地域と連携した防犯体制を強化するとともに、安全・安心いーなメールや

啓発冊子などを活用し啓発を行うなど、防犯対策や消費者相談を充実します。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・安全・安心いーなメールに登録する 

・地域ごとに防犯活動を行う 

・振り込め詐欺に対する意識付けを、隣近所で声かけし合う 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

スクールガードリーダーや防犯活動団体など、学校や地域と連携した見守り・防

犯体制を強化するほか、安全・安心いーなメールや防災行政無線での防犯啓発情報

の発信などの防犯対策を充実します。 

また、振り込め詐欺等の特殊詐欺や消費者被害にあわないよう、消費生活相談窓

口における相談体制を充実します。 

■主な取組 

①学校や地域による防犯体制の強化 

青色パトロールの実施 地域安全マップづくり指導 危機管理室 

子ども 110 番ピーポくんの家の活動への協力・支援 児童青少年課 

保護者・地域等による子どもたちの見守り活動の支援 教育企画課 

安全教育の充実 教育指導課 

②防犯対策の充実 

防災行政無線での防犯啓発放送 

安全・安心いーなメールの配信 

警察及び防犯協会等との連携事業 

防災啓発冊子の配布 

危機管理室 

危機管理室、教育委員会等からの不審者情報の発信 

 

危機管理室 

子育て支援課 

保育課 

児童青少年課 

教育指導課 

③消費者相談の充実 

消費生活相談事業の充実 協働コミュ二ティ課 
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基本目標６ 誰もが快適に暮らせる環境づくり 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

駅のバリアフリー化や公共交通空白・不便地域の

解消のため、はなバスを運行している。 

一方で、公共交通空白・不便地域は依然としてあ

り、ハード・ソフト両面での仕組みづくりが必要。 

 

これまでの市の取組 

・鉄道事業者と連携し、駅及び駅周辺のバリアフリー化に取り組んできました。 

・道路が狭く、はなバスが運行できない公共交通空白・不便地域における移動支援

のあり方について、地元住民や事業者で構成する勉強会を行うなど、検討を進め

ています。 

・障害者の就労環境については、障害者就労支援センター・一歩での一般就労実績

は増加傾向にあるほか、毎年度職場開拓を進めています。 

・生活困窮者の方を対象に、就労やその他の自立に関する相談・支援・支援プラン

の作成などを行う、生活サポート相談窓口を開設し、支援を行っています。 

 

課 題 

＜公共交通空白・不便地域の解消が必要＞ 

・アンケートでは、地域によっては買物へ行くのに不便を感じているとの回答が多

いほか、地区懇談会でも公共交通機関等の便が悪く、買物や病院に行く際に不便

であるという意見が出ています。交通の便の悪さは地域によってばらつきがあり、

すべての公共交通空白・不便地域の解消には至っていない状況です。 

＜移動制約者が安心して暮らせる仕組みづくりが必要＞ 

・地区懇談会や団体・事業者調査ではちょっとした移動も大変な人が増えてきてい

るとの意見が出ています。今後も移動制約者などが増えていく中で、ハード面だ

けでなく、地域の中での助け合いで解決していく上でのソフト面での仕組みづく

りが必要です。 

＜就労に困難を抱える人の就労環境の整備が必要＞ 

・生活サポートの相談件数は増加しており、就労に困難を抱える人が一定程度いる

ことが伺え、引き続き就労支援が必要です。 
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（１）人にやさしいまちづくりの推進 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
心のバリアフリーを推進するとともに、情報や施設等を誰もが利用しやすい様に、

ユニバーサルデザインの普及・啓発を行うなど、人にやさしいまちづくりを推進し

ます。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・勉強会などを通じて理解を深める 

・地域に住む外国人の方々と交流会を催し、意見交換する 

・障害を持つ人やその家族などからの話を聞いて心のバリアフリーづくりに取り組む 

・災害訓練には、多様な人々（障害者、外国人、幼児連れ、高齢者等）に参加してもらい、人

にやさしいとは何かを認識してもらう 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

様々な心身の特性や考え方を持つ人々が相互に理解を深めようとコミュニケー

ションをとり、支え合えるよう、学校や地域の講座等で心のバリアフリーを推進し

ます。また、人にやさしいまちづくり条例に基づき、公共交通機関、道路、建築物

や、公園、路外駐車場を含め既存施設のバリアフリー化を進めます。 

■主な取組 

①心のバリアフリーの推進 

障害者週間等での啓発活動 障害福祉課 

多様な考え方に対する教育の推進 教育指導課 

まちづくり講座 

地域課題を考える講座 

多文化共生講座 

障害を理解する講座 

現代社会を考える講座 

公民館 

②ユニバーサルデザインのまちづくり 

誰もが使いやすい公園の整備 みどり公園課 

道路建設におけるユニバーサルデザインへの配慮 道路建設課 
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（２）移動手段の確保 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
日常生活に支障が出ないよう、安全な歩道の整備・保全、公共交通の空白・不便

地域の解消、移動制約者の外出支援など、移動手段の確保に取り組みます。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・移動サービスの情報を地域の中で共有する 

・住民ボランティアで運転や移動販売、買物ツアーなどを行う 

・施設と協力して移動ボランティアを運営する 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

誰もが安全に移動できる歩道の整備・保全やコミュニティバス「はなバス」の運

行等により公共交通の空白・不便地域の解消に努めます。 

また、高齢者・障害者・妊婦・ベビーカーを押す人なども含めた移動制約者への

支援を充実します。 

■主な取組 

①快適な道路空間の創出 

歩車道分離による道路整備 道路建設課 

放置自転車対策 不法看板の一斉撤去 道路管理課 

②公共交通空白・不便地域の解消 

はなバスルートの運行 移動支援のあり方の検討 都市計画課 

③移動制約者の外出支援 

高齢者等外出支援サービス事業 高齢者支援課 

ハンディキャブ・けやき号の運行 障害者移送サービス事業等の充実 障害福祉課 
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（３）就労に困難を抱える人の就労支援 

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向 
就労に困難を抱える人について、各種機関等との連携や各種制度により、就労環

境の整備を充実します。 

 

地域地域地域地域で取り組めること 

例えば・・・ 

・シルバー人材センターを活用する 

・障害者就労施設等でつくった製品を積極的に購入する 

 

（地域のみなさんで考えて、書き込んでみましょう！） 

 

 

 

 

 

市市市市が取り組むこと 

高齢者・障害者・ひとり親家庭などの、就労に困難を抱える人について、生活サ

ポート相談窓口やハローワークをはじめ、各種機関や制度により、就労支援を充実

します。 

■主な取組 

①高齢者の就労支援 

シルバー人材センターへの支援 生活福祉課 

②障害者の就労支援 

障害者就労支援事業の実施 障害福祉課 

③ひとり親家庭の就労支援 

ひとり親に対する就業相談の実施 

高等職業訓練促進給付金の支給 

自立支援教育訓練給付金の支給 子育て支援課 

④関係機関との連携 

生活サポート相談窓口と関係機関との連携 生活福祉課 

ハローワーク及び東京しごとセンターと連携した就労情報の提供 産業振興課 
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第６章 計画を推進するために 

  

１ 協働による計画の推進 

本計画を推進していくためには、市（行政）・社会福祉協議会・事業者・関係機関・

市民等の協働が欠かせません。それぞれが専門性をいかし、主体性を持ちながら、

包括的に取り組むことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市（行政） 

市は、本計画に書かれている施策を総合的に実施し、地域福祉の推進に努めるこ

とが求められます。 

特に、本計画は多様な分野を横断的につなげる役割を担っています。地域福祉庁

内推進委員会を通じて庁内関係部署の連携を深めるなど、福祉以外の様々な分野と

も連携し、包括的に地域福祉を推進するよう努めていきます。 

 

 

（２）社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、地域福祉推進の中心的な役割を果たす団体として、地域にお

ける福祉関係者や関係機関、団体等と連携し、地域の連帯と支援の輪を広げていく

という重要な役割を果たしていくことが期待されています。 

特に、本計画と社会福祉協議会が策定した「地域福祉活動計画」は、市における

地域福祉の実現という点では同じ方向性で進めており、「地域共生社会」の実現に向

けた連携をより一層深めていきます。 

  

市（行政） 社会福祉協議会 

事業者・関係機関 市民 

協働 
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（３）事業者・関係機関 

福祉サービス事業者や地域包括支援センターなどの関係機関は、サービスの提供

者・協力者として、サービスの質の確保、事業内容やサービス内容の情報提供及び

周知、地域や他の事業者、関係機関との連携に取り組むことが求められています。 

中でも、社会福祉法人については、他の事業主体では対応が困難な福祉ニーズに

対応できる公益性の高い非営利法人として、地域における公益的な取組の実践を地

域と連携して実施していくことが期待されます。 

 

 

（４）市民 

市民は、一人ひとりの暮らしと生きがいを大切に、地域で起こる問題を「我が事」

として捉え、地域の中で解決するためには何ができるかを考え、実際の行動に移し

ていくことが期待されています。 

本計画の、第５章「地域で取り組めること」は、個々人や地域のみなさんで話し

合い書き込んでいただくことができるよう、ワークブックの形式となっています。

具体的にどのような役割を担っていくのかを、計画を活用しながら考えていただき

たいと思います。 
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２ 計画の評価と進行管理 

（１）評価指標の設定 

計画を着実に実行するためには、計画に記載された施策の進捗状況を把握する必

要があります。第３期計画までは、数値による目標値を定めていませんでしたが、

計画の更なる推進に向け、総合計画と連動した数値を主として、基本目標ごとに評

価指標の項目と目標値を設定しました。 

 

項  目 

現状値 

平成 29 年度 

（２０１７年度） 

目標値 

平成３５年度

（202３年度） 

基本目標１ 一人ひとりが活躍する地域づくり 

ボランティア・市民活動センター登録者数 504 人 700 人 

自治会・町内会等の加入世帯数 19,177 世帯 20,186 世帯 

市民アンケート【あなたは、今後、福祉に関するボランティアに参

加したいとお考えですか。】という設問において「積極的に参加した

い・できるだけ参加したい」と回答した人の割合 

39.7％ 42.2％ 

基本目標２ みんながつながりあう地域づくり 

ふれあいのまちづくり

事業における地域活

動拠点 

・利用登録団体 

・延べ利用者数 

・延べ利用回数 

83団体 

15,260 人 

3,424回 

100団体 

18,000 人 

4,000回 

地域協力ネットワーク ・設立数 

・参加団体数 

２団体 

60団体 

４団体 

128団体 

市民アンケート【現在、あなたの住んでいる地域の中で課題に感じ

ることは何ですか。】という設問において「地域の中で気軽に集ま

れる場が少ない」と回答した人の割合 

14.2％ 11.7％ 

基本目標３ 社会的孤立を防ぎ必要な支援へつなぐしくみづくり 

地域福祉コーディネーター相談件数 1,059件 1,749件 

女性相談件数 493件 550件 

権利擁護センター「あんしん西東京」での相談件数 945件 1,100件 

基本目標４ サービス内容の充実・向上のためのしくみづくり 

高齢者層における地域包括支援センター認知度※1 48.4％ 58.4％ 

福祉サービス第三者評価の受審件数  65件 90件 

基本目標５ 災害や犯罪を防ぐ環境づくり 

防災市民組織の数 97 組織 150 組織 

市民アンケート【日頃から地域の防災訓練に参加していますか】と

いう設問において「参加している」と回答した人の割合 

12.2％ 14.7％ 

消費者生活相談件数※2 1,161件 1,100件 

基本目標６ 誰もが快適に暮らせる環境づくり 

はなバスの輸送人員※3 2.09 人／km 2.18 人／km 

市民アンケート【現在、あなたの住んでいる地域の中で課題に感じ

ることは何ですか。】という設問において「移動手段が整っていな

い」「買い物へ行くのに不便を感じている」と回答した人の割合 

16.5％ 14.0％ 

  ※1：平成 28 年度高齢者一般調査による  ※2：消費者トラブルの未然防止による相談件数の減少が目標 

  ※3：１日１kmあたりの輸送人員  
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（２）進行管理体制 

本計画に掲げる基本理念に基づき、施策実効性のあるものとして推進していくた

めには、定期的に施策・事業の進捗状況を確認し、評価を行いながら進めていくこ

とが重要です。 

そのため、毎年度計画の進捗状況について、地域福祉庁内推進委員会及び地域福

祉計画策定・普及推進委員会に報告し、施策・事業の評価、見直し、改善について

の検討を行い、次年度以降の施策・事業の実施にいかしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の実施 

施
策

・
事

業
の

見
直

し
・

修
正

 

指標や取組内容の決定 

地域福祉庁内推進委員会 

地域福祉計画策定・普及推進委員会 

施策・事業の取組・ 

達成状況の把握・評価 
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資料編 

  

１ 地域福祉計画策定・普及推進委員会設置要綱及び委員名簿 

地域福祉計画策定・普及推進委員会設置要綱 

 

第１ 設置 

  社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条に規定する、西東京市における地域福祉計

画（以下「地域福祉計画」という。）の策定並びに地域福祉計画に基づく地域福祉の普及及び推

進を図ることを目的として西東京市地域福祉計画策定・普及推進委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

第２ 所掌事務 

  委員会は、次に掲げる事項について討議、提言等を行う。 

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。 

  (2) 地域福祉計画に基づく地域福祉の普及及び推進に関すること。 

  (3) 社会福祉法人が取り組む地域公益事業の内容及び地域の課題やニーズに関する 

こと。 

(4) その他地域福祉計画に関し市長が必要と認めること。 

第３ 組織 

  委員会は、12人以内の委員をもって構成し、次に掲げるもののうちから、市長が依頼する。 

(1) 保健、福祉及び医療に関する機関が推薦する者 ６人以内 

 (2) 学識経験者 ２人以内 

 (3) ＮＰＯ、ボランティア団体等が推薦する者 ２人以内 

 (4) 公募による市民 ２人以内 

第４ 任期 

  委員の任期は、市長が依頼した日から２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第５ 構成 

  委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

第６ 会議 

  委員会は、委員長が招集する。 

２  委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。 

３  委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによ

る。 

第７ 分科会 
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  委員長は、所掌事項に係る専門事項の調査及び研究をさせるため必要と認めるときは、分科

会を設置することができる。 

２ 前項の分科会の組織、運営等については、委員長が別に定める。 

第８ 関係者の出席 

  委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くこと

ができる。 

第９ 謝金 

  委員会又は分科会の委員が会議に出席したときは、謝金を支給する。ただし、委員会及び分

科会が同日に開催した場合、委員会及び分科会の委員を兼ねる者については、１回分の謝金を

支給する。 

第10 庶務 

  委員会及び分科会の庶務は、健康福祉部生活福祉課において処理する。 

第11 委任 

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成 30年５月1日から施行する。 

 

  



 

63 

 
資

料

編 

委員名簿 

 

選出区分 氏名 所属等 備考 

保健、福祉

及び医療に

関する機関

が推薦する

者 

新井 英人 

東京都多摩小平保健所企画調整課

長 

平成 30年３月 31日まで 

井上 愛子 

平成 30年４月１日から 

平成 30年５月 26日まで 

滝沢 文彦 東京消防庁西東京消防署警防課長   

篠宮 武男 

民生委員児童委員協議会第１地区会

長 

  

小平 勝一 

社会福祉法人西東京市社会福祉協

議会福祉活動推進課長 

平成 30年３月 31日まで 

妻屋 良男 平成 30年４月１日から 

中野 明子 

特定医療法人社団薫風会山田病院

医療連携・相談室  

  

中村 眞弓 西原町地域包括支援センター   

学識経験者 

熊田 博喜 武蔵野大学人間科学部教授 委員長 

伊藤 正子 法政大学現代福祉学部教授 副委員長 

ＮＰＯ、ボラン

ティア団体が

推薦する者 

渡辺 美恵 

特定非営利活動法人生活企画ジェフ

リー理事長 

  

公募による市

民 

櫻井 美佳     

小野 修平     

  



64 

   

２ 策定経過 

 

年度 月 日 内 容 

平成 29 年度 ４月 25 日 平成 29 年度第１回計画策定・普及推進委員会 

10 月 11 日 平成 29 年度第２回計画策定・普及推進委員会 

11 月６日～ 

11 月 27 日 

アンケート調査 

１月 16 日～ 

２月２日 

地区懇談会 

１月 23 日 平成 29 年度第３回計画策定・普及推進委員会 

２月 16 日 地区懇談会発表会 

平成 30 年度 ４月 17 日 平成 30 年度第１回計画策定・普及推進委員会 

５月７日～ 

５月 25 日 

団体・事業者調査アンケート調査 

５月 29 日 平成 30 年度第２回計画策定・普及推進委員会 

６月 18 日～ 

６月 22 日 

団体・事業者調査ヒアリング調査 

７月５日 平成 30 年度第１回庁内推進委員会 

７月 17 日 平成 30 年度第３回計画策定・普及推進委員会 

８月 21 日 平成 30 年度第４回計画策定・普及推進委員会 

10 月 16 日 平成 30 年度第５回計画策定・普及推進委員会 

11 月 12 日 平成 30 年度第２回庁内推進委員会 

11 月 13 日 平成 30 年度第６回計画策定・普及推進委員会 

12 月４日 平成 30 年度第７回計画策定・普及推進委員会 

12 月 15 日～ 

１月 14 日 

パブリックコメント 

12 月 18 日～ 

12 月 19 日 

市民説明会 

２月５日 平成 30 年度第８回計画策定・普及推進委員会 
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３ 用語解説 

 

あ行 

アウトリーチ：英語で「手を指しのばす」という意味であり、社会福祉を担う機関がその職権により

潜在的な利用希望者に医療・福祉関係者が手を指し伸べ、利用を実現させるような積極的な支援を

⾏うこと。 

 

青色パトロール：警視庁が発行する「パトロール実施者証」を所持する市の職員が市内を公務で移動

する際に、青色回転灯を点灯させながらパトロールを実施しているもの。 

 

安全・安心いーなメール：市内の防災・防犯に関する情報を携帯電話やパソコンにメールでお届けす

る、「緊急メール配信サービス」のこと。 

 

ウェブアクセシビリティ：高齢者や障害者を含め、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を

支障なく利用できること。 

 

SNS：Social Networking Service の略称。インターネット上で社会的なつながり（Social Network)

を築くことができるサービスで、参加者がインターネット上で互いに情報交換したりコミュニケー

ションをとることができる。 

 

ＮＰＯ：非営利団体（Non-Profit Organization）の略称。ボランティア団体や市民団体等、民間の

営利を目的としない団体を指す。 

 

音声コード：専用の読み取り機を使用すると、音声で内容を読み上げる２次元コードのこと。 

 

か行 

学校避難所運営協議会：地震等の災害が発生した場合に、避難所として指定されている西東京市立小

学校及び中学校を円滑に避難所として開設し、運営ができる様にすること及び地域の防災意識等の

向上を図ることを目的として、日常的に学校等が地域住民等と協議を行うために設置された協議会。 

 

基幹相談支援センター：障害者とその家族に対する相談支援の中核的な役割を担う施設。⻄東京市で

は、障害福祉課内に基幹相談支援センターを設置している。 

 

共生型サービス：高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障

害福祉両方の制度に新たに位置付けられたもの。これにより、介護保険または障害福祉のいずれか

の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくなる様にするもの。 

 

くらしヘルパー：介護予防・日常生活支援総合事業の枠の中で、市が実施する２日間の研修を受講し

修了証明書の交付を受けた方が、市が指定した訪問型サービスを提供する介護事業所において、身

体介護を伴わない生活支援（家事援助）を中心とした仕事に従事できる制度のこと。 

 

ゲートキーパー：悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこ

と。 

 

「健康」応援都市：人々が互いに助け合い、生活のあらゆる局面で最高の状態（まちそのものが「健

康」であること）を達成するため、その実現に向けて、保健医療・社会経済・居住環境などの様々な

分野の改善を進めるとともに、地域・住民が互いに支え合う（応援する）まちのこと。 
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権利擁護センター「あんしん西東京」：市内に住む、精神障害者、知的障害者、身体障害者、高齢者等

を対象に、福祉サービスの利用援助、成年後見制度の手続き支援を行い、年齢を重ねても、障害があ

っても、住み慣れた地域で自立した生活が送れる様に支援する機関。 

 

子ども家庭支援センター・のどか：子ども自身や子育て家庭からのさまざまな相談に応じる総合窓口。

地域の関係機関と連携を取りながら、お子さんと家庭に関する総合的な支援を行っている。主な業

務としては、子ども家庭相談、子育て講座、養育家庭支援制度の紹介を実施している。 

 

子ども食堂：地域のボランティアが子どもたちに対し、無料又は安価で栄養のある食事や温かな団ら

んを提供する取組。 

 

子ども 110番ピーポくんの家：子供のための緊急避難所。西東京市では、市民等の協力を得て開設し

ている。子どもが不審者などにより被害を受けたり、身の危険を感じて助けを求めたときに保護し、

状況によっては警察に通報する。 

 

さ行 

災害時要援護者：災害時の避難に支援が必要な方々のこと。西東京市においては下記の人が該当する。 

1：65歳以上の高齢者で、ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯に属する方 

2：介護保険の要介護認定を受けている方 

3：心身等に障害がある方 

4：難病（国都の難病等医療費助成認定）の方 

 

ささえあいネットワーク：高齢者が地域の中で安心して暮らせるよう、地域の住民（ささえあい協力

員）、事業所（ささえあい協力団体）、民生委員や地域包括支援センター及び市が相互に連携し合う仕

組み。ささえあい協力員及び協力団体は日頃の生活や業務の中で可能な範囲で見守り活動を行い、

見守りの中で異変に気付いたら関係機関へつなぐ。ささえあい訪問協力員は、ささえあい訪問サー

ビスの利用者宅を訪問して玄関先でお話しをうかがったり、新聞受けや郵便受け、照明の点灯など

から定期的に安否の確認を行う。 

 

サロン：地域の中で仲間づくりや異世代交流等を目的とした、地域住民が運営するふれあいの場のこ

と。地域の福祉的な課題の発見や地域活動の組織化、福祉教育の場等へ広がる可能性ももった活動。 

 

市民協働推進センター（ゆめこらぼ）：市民活動や協働によるまちづくりの拠点として、市民活動を幅

広くサポートし、様々な協働の形を生み出していくことを目的として設立された機関。 

 

社会的孤立：家族や地域社会との交流が客観的にみて著しく乏しい状態。 

 

社会福祉協議会：「支えあい、ふれあいのあるまちづくり」を目標として、市民の皆さんや関係者の方々

の理解と協力を得ながら地域福祉活動を積極的に推進する、社会福祉法に基づいた民間の福祉団体。 

【参考】社会福祉法 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）  

第百九条  市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に

掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内に

おける社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、

指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保

護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福

祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。  

一  社会福祉を目的とする事業の企画及び実施  

二  社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助  

三  社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成  

四  前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 
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社会福祉法人：社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された

法人のこと。 

 

社会を明るくする運動：犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪や非

行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動のこと。 

 

シルバー人材センター：法律に基づく公益法人で、概ね 60 歳以上の高齢者を会員とし、健康でかつ

働くことにより生きがいを見出しながら、地域社会の一員として貢献するための新しい生活環境を

会員とともにつくり上げている。 

 

スクールガードリーダー：学校の安全・防犯に関する専門知識を有した地域安全巡回指導員のこと。

各小学校が主催する学校安全連絡会において、学校の安全管理体制の点検を行うとともに、学校と

保護者・地域が連携した安全管理のあり方について指導・助言を行う。 

 

生活困窮者：現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者の

こと。 

 

生活サポート相談窓口：経済的または生活していくうえでのさまざまな問題を抱えている方に対し、

相談員がどのような支援が必要かを一緒に考え、ご本人同意のうえ具体的な支援プランを作成し、

寄り添いながら自立に向けた支援を行う窓口のこと。 

 

生活支援コーディネーター：高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制を整備するため、地域にお

ける介護予防・生活支援サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発や

ネットワーク構築の機能）を果たす人のこと。生活支援コーディネーターは、日常生活圏域ニーズ調

査や地域包括ケア会議などを通して、地域の高齢者支援のニーズと地域資源の状況把握に加えて ①

地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起 ②地縁組織など多様な主体への協力依頼などの働

きかけ ③関係者のネットワーク化 ④目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一 ⑤生活支援の担い

手の養成やサービスの開発（担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動につなげる機能） ⑥ニ

ーズとサービスのマッチングなどを行う。 

 

制度の狭間：既存の制度からは抜け落ちてしまう問題を抱えていること。 

 

成年後見制度：認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な人の自己決定の尊重

と本人の保護の調和を図り、権利を守る制度。「法定後見制度」は、家庭裁判所で選任した成年後見

人などがこれらの人の意思を尊重し、その人らしい生活のために、その人に代わって財産管理や身

上監護などを行う。その他、判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や身上監護等を自分

の信頼する人に希望どおりに行ってもらえるよう、あらかじめ契約しておくことができる「任意後

見制度」もある。 

 

相談支援センター・えぽっく：障害の種別に関わらず、市内に在住する障害者・障害児、ならびにその

家族または介護を必要とする方からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な

援助を行うとともに、地域のネットワークの活用によって課題の解決を図る相談支援センターのこ

と。障害者の自立と社会参加を支援するとともに、障害者が社会を構成する一員として、地域におい

て生活し、活動できる環境づくりの促進を図る。 

 

た行 

男女平等推進センター・パリテ：一人ひとりが自分らしく自立し、いきいきと個性と能力を発揮でき

る社会をめざし、男女平等参画社会の実現を目指して活動するグループの支援や、相談受付、講演

会・講座・イベント等の実施を行うセンターのこと。 
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地域活動拠点：地域の方々が顔見知りとなり、自然にふれあう暖かな地域づくりの実現を目指した拠

点のこと。 

 

地域協議会：社会福祉法人が余裕資金を活用して地域公益事業を行う際に、その取組内容に、地域の

福祉ニーズを的確に反映するとともに、法人が円滑かつ公正に意見聴取を行える場として設置する

会議体。西東京市では地域福祉計画策定・普及推進委員会を活用。 

 

地域協力ネットワーク：各地域で活動している様々な団体や地域住民が「連携」「協力」し合い、まち

づくりのために活動するネットワ－クの住民自治組織のこと。 

 

地域子育て支援センター：市内の公立保育園５か所（ひがし保育園・なかまち保育園・やぎさわ保育

園・すみよし保育園・けやき保育園）を基幹型保育園として位置付け、地域子育て支援センターを開

設している。施設内の集いの部屋の他、園庭も利用ができ、就学前までのお子さんと家族、これから

親になられる方に子育て相談・子育て講座等各種子育て支援を行っている。 

 

地域福祉：支援する人も支援される人も、地域で一人ひとりがその人らしい生活を送れるよう、行政

や関係機関・団体、サービス提供事業者、市民等が協力して「暮らしやすい地域づくり」を進めるこ

と。 

 

地域福祉コーディネーター：地域の課題や困りごとを地域の皆さんと一緒に解決する調整役のことで、

社会福祉士、精神保健福祉士等の資格をもち、地域福祉活動に従事した経験をもつ専門家が担当し

ている。 

 

地域包括支援センター：予防重視型システムの構築に向けて、公正・中立な立場から「総合相談支援

事業」、「介護予防ケアマネジメント事業」、「包括的・継続的マネジメント事業」、「高齢者の虐待の防

止・早期発見及び権利擁護事業」の４つの基本的な機能を持つ総合的マネジメントを担う中核機関

として、設置されている機関。地域包括支援センターには、保健師・経験のある看護師、主任ケアマ

ネジャー、社会福祉士を配置し、専門職の協働による業務を展開する。設置・運営に関しては、中立

性の確保、人材確保支援等の観点から「地域包括支援センター運営協議会」が関わることになってい

る。 

 

ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）：Domestic Violence をカタカナで表記したもので、「ディーブ

イ（DV）」と呼ばれることもある。一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者

から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多い。 

 

出前講座：市政についての理解を深めていただくとともに、団体・グループの学習の場として利用し

ていただくために、講座メニューの中から市民の皆さんが希望するものについて、市職員が出向い

て話をするもの。 

 

な行 

西東京市くらしの情報：「暮らしの便利帳」から外国人に必要な情報を掲載し、日本語ルビ版・英語・

韓国朝鮮語・中国語を併記した、多言語情報提供の冊子のこと。 

 

2025年問題：2025年までにいわゆる団塊の世代が 75歳以上となり、医療と介護の両方を必要と

する高齢者の増大が予想されている。そのため、全国で地域のすべての人が地域ぐるみで支えあう

仕組みづくり＝地域包括ケアシステムの構築が急がれている。 

 

日常生活自立支援事業：福祉サービスが契約による利用制度に移行することに伴い、自己決定能力が

低下した人のサービス利用を支援するために、成年後見制度の補完として設けられた制度。 
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認知症サポーター：認知症を正しく理解し、地域で生活している認知症の方やその家族を温かく見守

り、自分のできる範囲で支援する人のこと。国の「認知症を知り、地域をつくるキャンペーン」の一

環として、キャラバンメイト（認知症サポーター養成講座の講師役）が地域・企業・学校などで認知

症サポーター養成講座を実施し、認知症サポーターを養成する。 

 

は行 

8050問題：「80歳代の親と 50歳代のひきこもりの子どもが同居している」といった高齢の親とそ

の子どもの世帯が、収入が途絶えたり、病気や介護が必要な状態になるなど複合的な課題を抱える

ことで、孤立・困窮してしまうという問題。 

 

はなバス：既存のバスサービスではカバーしきれない市民ニーズに対応する西東京市独自の新たなバ

スシステムで、公共交通空白地域を中心に運行するもの。 

 

バリアフリー：バリア（障壁）をフリー（解消）にすることで、高齢者・障害者などの人々が生活しや

すい環境に整備しようという考え。バリアには、段差などの具体的な障壁だけでなく、制度や差別意

識など幅広い概念を含む。 

 

ハンディキャブ・けやき号：障害などのため車いす等を使用しなければ外出が困難な方、および重度

の視覚障害者の方が利用できる、車いすのまま乗車できる自動車のこと。 

 

ピクトグラム：言葉によらない、目で見るだけで案内を可能とするもののこと。 

 

避難行動要支援者：大地震などの災害発生時に、一人暮らし高齢者や障害者など自分の力で避難する

ことが困難な方のこと。 

 

ファミリーサポートセンター：地域での子育て支援を目的として、子どもを預けたい方（ファミリー

会員）と子どもを預かりたい方（サポート会員）がお互いに会員となる組織で、会員間で「子どもを

預かる」という有償の相互援助活動を行う。 

 

福祉圏域：地域福祉を推進するために必要な取組や仕組づくりを効果的に展開していくための地域の

範囲。 

 

福祉サービス第三者評価：事業者の提供するサービスの質を当事者（事業者及び利用者）以外の公正・

中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する制度。個々の事業者が事業運営におけ

る具体的な問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけるとともに、利用者の適切なサービス

の選択に資するための情報として公表する。 

 

ふれあいのまちづくり：西東京市社会福祉協議会が進めている、小学校通学区域を中心に住民懇談会

等の地域に即した活動を行うもの。住民自らが地域にある生活課題を見つけ、解決していく取組。 

 

放課後カフェ：市内公立中学校内において、地域の大人が運営する、中学生の居場所としてのカフェ。

地域の大人が関わることで、地域の大人と中学生との間につながりが生まれ、地域の輪が広がる場

ともなっている。 

 

ほっとするまちネットワークシステム：西東京市独自の取り組みで、西東京市民の誰もが住んでいて

ほっとできる地域になるよう、市民や地域の活動団体、ほっとネット推進員など様々な人やサービ

ス、機関を地域福祉コーディネーターがつなぎ、地域の課題を解決していくためのネットワークの

ことをいう。 
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ほっとネット推進員：地域の課題を発見し、地域福祉コーディネーターへつなぎ、解決のために協力

してくださる市民の方のことで、登録研修を受けた方ならどなたでもなることができる。これらの

地域の中での活動以外に、情報紙づくりや地域での居場所づくりなどにも取り組んでいる。 

 

ボランティア・市民活動センター：西東京市内を中心に、ボランティア活動等を実践している、ある

いはこうした活動に関心をもっている団体・個人同士の橋渡しや、活動に関する相談受付、活動に関

する講習会の開催等の支援を行っている機関。 

 

ま行 

民生委員・児童委員：「民生委員法」、「児童福祉法」によって設置された地域住民を支援するボランテ

ィア。地域の相談相手として、暮らしの支援、高齢者・障害者の支援を行う。行政機関と協働し、問

題が起こったときは速やかに連絡を取り合うなど、地域のパイプ役として活動している。 

 

や行 

ユニバーサルデザイン：ユニバーサルは「すべてにわたり一般的な」という意味をもつ。ユニバーサ

ルデザインは、すべての年齢や能力の人々に対し、可能な限り最大限に使いやすい製品や環境のデ

ザインを指し、「みんなのためのデザイン」ともいわれている。 
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４ 統計データ 

(1) 人口・世帯数の推移 

人口の推移を見ると、平成 24 年から平成 26 年にかけて一度減少したものの、年々増

加しており、平成 30 年１月１日現在では、201,058 人となっています。 

世帯数は平成 23 年から平成 24 年にかけて減少したものの、以降は年々増加していま

す。 

 

資料：住民基本台帳による東京都の世帯と人口（各年１月１日現在） 

統計にしとうきょう（平成 25 年版）（各年１月１日現在） 

※人口は、平成 23 年以前は、日本人人口と外国人登録人口の合計 

※世帯数についても、外国人人口分を含む（平成 23 年以前は、外国人登録人口による世帯数を合算） 

 

(2) 一世帯あたり人員の推移 

一世帯あたり人員の推移は、平成 25 年以降年々減少傾向にありますが、東京都を上回

って推移しています。 

 

資料：住民基本台帳による東京都の世帯と人口（各年１月１日現在） 

※基にした人口、世帯数は日本人住民のみのもの 

  

人口と世帯数の推移（西東京市）
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(3) 社会増減・自然増減 

人口動態を見ると、転入が転出を上回る社会増が 1,000 人を超える年度もあり、増減を

繰り返しています。一方、自然動態については死亡が出生を上回っており近年減少傾向と

なっています。 

 
資料：統計にしとうきょう（平成 24 年版、平成 25 年版、平成 29 年版） 

 

(4) 年齢４区分ごとの社会動態 

社会動態の年齢４区分割合を東京都と比較すると、特に０～14 歳の転入割合が東京都

よりも多くなっています。 

 
資料：東京都住民基本台帳人口移動報告 平成 28 年 

 

  

人口動態の推移（西東京市）

1,608 1,663 1,578 1,681 1,685 1,593 1,557 1,558 1,627 1,507 

-1,371 -1,387 -1,425 -1,403 -1,529 -1,559 -1,611 -1,626 -1,671 -1,709 

11,619 11,479 11,505 

13,255 

10,556 
11,361 11,555 11,795 

12,315 
11,997 

-11,423
-10,894 -10,924 -10,840 -10,549

-11,380 -11,143 -11,005 -11,269 -10,884 

-16,000

-12,000

-8,000

-4,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

平成

19年度

平成

20年度

平成

21年度

平成

22年度

平成

23年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

26年度

平成

27年度

平成

28年度

人

出生 死亡 転入 転出

社会動態の年齢４区分別割合（西東京市・東京都）

7.7

9.6

9.0

9.2

87.8

84.3

85.2

83.8

2.3

3.1

3.0

3.5

2.2

3.0

2.8

3.5

0 20 40 60 80 100

東京都

西東京市

東京都

西東京市

％

０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

転
出

転
入



 

73 

 
資

料

編 

(5) 世帯類型別の状況 

世帯類型別世帯数の推移を見ると、単独世帯、核家族世帯ともに増加しています。 

世帯類型別の割合を全国・東京都と比較すると、単独世帯の割合が東京都より少なく、

夫婦と子どもからなる世帯の割合が多くなっています。 

 

資料：国勢調査（平成 17～27年） 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年）   

世帯類型別世帯数の推移（西東京市）
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(6) 人口ピラミッド 

人口ピラミッドは、平成 26 年と平成 30 年を比較して大きな変化はなく、35～49歳

の年代が特に多くなっています。 

 

資料：住民基本台帳による東京都の世帯と人口（各年１月１日現在） 

※外国人人口分を含む 

 

 

(7) 年齢（３区分）別人口割合の推移 

年齢（３区分）別人口割合の推移を見ると、０～14歳及び 15～64歳が減少傾向に、

65歳以上が増加傾向にあり、少子高齢化の進行が伺えます。 

 

資料：統計にしとうきょう（平成 25 年版、平成 29 年版）（各年１月１日現在） 

※平成 24 年度までは外国人が含まれない値 
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(8) 合計特殊出生率 

合計特殊出生率の推移を見ると、平成 21 年を除き、東京都の水準を上回って推移して

います。また、過去 10 年間で概ね増加傾向にあります。 

 
資料：東京都人口動態統計 

(9) 平均寿命・健康寿命 

平均寿命は、男性が 81.4歳、女性が 88.0歳となっており、全国・東京都の水準を上回

っています。健康寿命は、男性が 82.8歳、女性が 85.39歳となっています。 

 

資料：平成 27 年市区町村別生命表 

 
資料：65 歳健康寿命 要介護２以上（平成 29 年） 

（東京都保健所長会方式） 
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(10) 地区別の年齢４区分別人口割合 

地区別の年齢４区分別人口割合を見ると、０～14歳は西部地区が 13.2％、15～64歳

は北東部地区が 65.3％、65～74 歳及び 75歳以上は中部地区が 12.1％、13.2％でそ

れぞれ他の地区に比べてやや多くなっています。 

 

 

資料：統計にしとうきょう（平成 29 年版）（平成 30 年１月１日現在） 

 
 

(11) 外国籍市民の推移 

外国籍市民の推移を見ると、平成 25 年以降年々増加傾向にあり、平成 30 年で 4,309

人、人口割合は 2.14％となっています。 

 

出典：住民基本台帳による東京都の世帯と人口（各年１月１日現在） 

東京都の外国人人口（各年 1月 1日現在） 

※割合算出時に基にした人口は、日本人住民と外国人住民の合計（平成 23 年以前は、外国人登録人口を合算） 
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(12) 高齢化の状況 

高齢化率の推移を見ると、平成 27年時点では 23.3％となっており、今後も増加し、平

成 37（2025）年には 25％を超えることが予測されています。 

 

資料：全国…日本の将来推計人口（平成 29 年推計）       

東京都…日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計） 

西東京市…高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第４期、第５期、第６期、第７期） 

  

(13) 高齢者のみ世帯の状況 

一般世帯に占める高齢者のみ世帯の割合を見ると、20.8％となっており、特に高齢夫婦

世帯で東京都よりも多くなっています。 

 
資料：国勢調査（平成 27 年） 
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(14) 介護保険の認定状況 

要支援・要介護認定者及び認定率の推移を見ると、年々増加傾向にあり、平成 21 年度

から平成 29 年度までで 5.4ポイントの増加となっています。 

 

資料：西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第５期、第６期、第７期） 

  

(15) 障害者の状況 

障害者手帳所持者数の推移を見ると、いずれの手帳所持者も増加傾向にあり、特に精神

障害者保健福祉手帳登録者数は平成 20 年度から平成 28 年度までで約 2.2倍の増加とな

っています。 

 

資料：統計にしとうきょう（平成 25 年版、平成 29 年版） 

資料：西東京市障害者基本計画（平成 26 年度から平成 35 年度まで） 

※各年度３月 31 日実績 
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(16) 生活保護の状況 

生活保護率の推移を見ると、平成 28 年までは年々増加していましたが、平成 29 年で

はほぼ横ばいとなっています。 

 

資料：統計にしとうきょう（平成 24 年版、平成 25 年版、平成 29 年版） 
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５ 各種調査結果概要 

(1) アンケート調査結果 

①市民 

問 1 あなたの性別をお教えください。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

男性 43.4% 

女性 52.8% 

無回答 3.9% 

  

問 2 あなたの年齢をお教えください。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

18～29 歳 7.4% 

30～39 歳 10.2% 

40～49 歳 16.5% 

50～59 歳 16.5% 

60～69 歳 16.1% 

70～74 歳 9.8% 

75～79 歳 8.6% 

80 歳以上 11.2% 

無回答 3.8% 

  

問 3 あなたの世帯構成をお教えください。（○は

１つ） 

回答数 1,270 件 

ひとり暮らし 13.5% 

夫婦ふたり暮らし 27.1% 

親と同居（二世代） 12.2% 

子どもと同居（二世代） 35.3% 

子どもと親又は孫の三世代同居 4.6% 

その他の世帯 2.8% 

無回答 4.4% 

  

問 4 あなたご自身は、西東京市に住むようにな

ってから何年になりますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

２年以内 5.9% 

３～５年 8.1% 

６～10 年 10.2% 

11～20 年 21.5% 

21～30 年 14.6% 

31 年以上 35.2% 

無回答 4.5% 

  

 
問 5 あなたは、現在どの地区にお住まいです

か。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

田無町 6.3% 

南 町 5.7% 

西原町 3.5% 

緑 町 1.8% 

谷戸町 6.4% 

北原町 2.2% 

向台町 7.8% 

芝久保町 9.9% 

新 町 4.6% 

柳 沢 6.0% 

東伏見 2.4% 

保谷町 5.7% 

富士町 4.9% 

中 町 3.8% 

東 町 3.7% 

泉 町 4.6% 

住吉町 3.2% 

ひばりが丘 4.6% 

ひばりが丘北 1.9% 

栄 町 1.9% 

北 町 2.1% 

下保谷 3.1% 

無回答 3.9% 

  

問 6 あなたのお住まいの形態は、次のどれです

か。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

持家（一戸建て） 50.7% 

借家（一戸建て） 2.2% 

持家（集合住宅） 20.6% 

借家（集合住宅） 20.6% 

寮 0.2% 

その他 1.9% 

無回答 3.9% 
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問 7 あなたの職業は、次のどれですか。（○は１

つ） 

回答数 1,270 件 

農林漁業 0.1% 

自営業・家族従業 5.4% 

自由業 2.0% 

会社員 24.0% 

公務員 4.1% 

パート・アルバイト 14.3% 

派遣等 1.7% 

専業主婦（夫） 14.8% 

学 生 2.3% 

無 職 23.7% 

その他 3.4% 

無回答 4.3% 

  

問 8 あなたは、これからも西東京市に住み続け

たいと思いますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

住み続けたい 52.9% 

当分は住み続けたい 24.5% 

できれば転居したい 4.6% 

転居したい 1.3% 

わからない 11.4% 

無回答 5.3% 

  

問 9 あなたは、ふだん近所の方とどの程度のつ

きあいをしていますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

ほとんど顔も知らない 7.9% 

顔は知っているが、声をかけたことがない 3.1% 

顔を合わせれば、あいさつする 72.0% 

２～３日留守にするときは、声をかける 5.9% 

常備品が切れた時に、貸し借りをすること

がある 

1.3% 

家族ぐるみで親交をもち、時々家を行き来

する 

4.1% 

その他 0.5% 

無回答 5.2% 

  

問 10 あなたは、地域での人とのつきあいやか

かわりが必要だと考えますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

必要だと思う 35.1% 

まあまあ必要だと思う 46.7% 

ほとんど必要ないと思う 8.1% 

必要でない 1.2% 

無回答 8.9% 

  

 
問 10－１ あなたは、どのようなときに地域との

かかわりの必要性を感じますか。（○は３つまで） 

回答数 1,039 件 

近所の人に気軽に相談したいと思ったとき 23.5% 

高齢者の孤独死や虐待、火災からの逃げ

遅れなどを聞いたとき 

44.2% 

子どもの虐待やいじめ、誘拐などを聞いた

とき 

24.3% 

言葉や文化の違いで、地域に溶け込めな

い外国籍の人を見かけたとき 

3.8% 

災害が発生したニュースや災害時に地域

の人々が助け合うニュースを聞いたとき 

62.8% 

近所で空き巣の被害を聞いたとき 21.5% 

近所に手助けが必要な人を見かけたとき 29.0% 

防犯活動やふれあいのまちづくり住民懇

談会など、地域ぐるみで取り組んでいる活

動があることを聞いたとき 

16.6% 

地域の行事に参加したとき 10.2% 

その他 2.7% 

無回答 1.3% 

  

問 11 あなたの近所には、次のような見守り等

支援が必要な人や、気にかかる人（何らかの課

題を抱えている人）がいますか。（○はあてはま

るもの全て） 

回答数 1,270 件 

高齢者のみの世帯 25.4% 

寝たきりの人 1.8% 

認知症の人 6.8% 

病気療養中の人 7.1% 

閉じこもりや引きこもりの人 4.7% 

生活困窮者 2.3% 

その他 2.2% 

いない 21.4% 

わからない 39.8% 

無回答 10.0% 
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問 12 現在、あなたの住んでいる地域の中で

課題に感じることは何ですか。（〇はあてはまる

もの全て） 

回答数 1,270 件 

あいさつをしない人が多い 14.2% 

近所との交流が少ない 30.0% 

世代間の交流が少ない 17.2% 

地域の活動が活発でない 17.2% 

地域の中で気軽に集まれる場が少ない 14.2% 

移動手段が整っていない 7.2% 

買い物へ行くのに不便を感じている 9.3% 

緊急時にどうしたらよいかわからない 22.0% 

治安が悪くなっている 5.5% 

地域から孤立している人がいる 3.7% 

サービスに結びついていない人がいる 2.6% 

その他 4.6% 

特にない 25.4% 

無回答 6.9% 

  

問 13 あなたは、日常生活で困ったときに、手

助けを頼める人がいますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

手助けを頼める人がいる 48.3% 

手助けを頼みたいがいない 8.8% 

困っていることはあるが、手助けは不要 3.6% 

特に困っていることはない 32.7% 

無回答 6.5% 

  

問 14 あなたが、もし高齢・障害や病気、事故

などで日常生活が不自由になったとき、地域の

人たちに何をしてほしいですか。（○は３つまで） 

回答数 1,270 件 

趣味などの話し相手 8.5% 

安否確認の見守り、声かけ 31.7% 

ゴミ出し 12.4% 

ペットの世話 3.4% 

庭の手入れ 5.4% 

ちょっとした買い物 13.5% 

短時間の子どもの預かり 3.6% 

通院・外出などの手伝い 12.3% 

お弁当の配食 8.3% 

食事の支度や片付け 8.0% 

掃除・洗濯 12.5% 

家具類や生活機器などの簡単な取付、修

繕、交換 

7.2% 

急病時の対応 36.9% 

災害時の手助け 39.7% 

子育てや介護など悩み事の相談 3.4% 

地域の情報提供 7.6% 

その他 2.3% 

特にない 11.1% 

無回答 6.0% 

問 15 地域の高齢者や障害者、子育て家庭な

どが安心して暮らすために、あなたご自身ができ

ることは何ですか。（○は３つまで） 

回答数 1,270 件 

趣味などの話し相手 19.8% 

安否確認の見守り、声かけ 40.5% 

ゴミ出し 16.0% 

ペットの世話 3.9% 

庭の手入れ 4.4% 

ちょっとした買い物 22.8% 

短時間の子どもの預かり 6.6% 

通院・外出などの手伝い 8.1% 

お弁当の配食 2.8% 

食事の支度や片付け 2.1% 

掃除・洗濯 6.1% 

家具類や生活機器などの簡単な取付、修

繕、交換 

6.0% 

急病時の対応 18.5% 

災害時の手助け 30.5% 

子育てや介護など悩み事の相談 5.0% 

地域の情報提供 5.7% 

その他 2.7% 

特にない 13.6% 

無回答 6.8% 

  

問 16 あなたは、現在自治（町）会に加入して

いますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

加入している 28.3% 

加入していない 64.5% 

無回答 7.2% 

  

問 16-１ 加入していない理由は何ですか。（○

は１つ） 

回答数 819 件 

自治（町）会がない 35.4% 

自治（町）会があるのかどうか知らない 28.3% 

加入の必要性を感じない 5.4% 

会費を払いたくない 0.0% 

暇がない 5.5% 

人づきあいがわずらわしい 2.0% 

自治（町）会は不要である 1.6% 

加入に誘われない 5.1% 

その他 3.9% 

特に理由はない 11.1% 

無回答 1.7% 
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問 17 あなたは、福祉に関するボランティア活

動に関心がありますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

非常に関心がある 4.0% 

ある程度関心がある 48.8% 

あまり関心がない 33.8% 

全く関心がない 7.4% 

無回答 6.0% 

  

問 18 あなたは、福祉に関するボランティア活

動に参加したことがありますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

ある 16.0% 

ない 76.7% 

無回答 7.3% 

  

問 18-１ あなたが、ボランティア活動に参加し

たことがないのは、どのような理由ですか。（○は

あてはまるもの全て） 

回答数 974 件 

活動したい気持ちはあるが、仕事や家事

が忙しく時間がない 

37.0% 

活動したい気持ちはあるが、きっかけがつ

かめない 

19.0% 

身近に活動グループや仲間がいないので

よくわからない 

30.5% 

健康に自信がないので難しい 22.4% 

家族や職場の理解が得られないので難しい 1.4% 

興味を持てる活動がない 10.4% 

その他 6.5% 

ボランティア活動はしたくない（問 19 の回

答は不要です） 

6.8% 

無回答 2.5% 

  

問 19 あなたは、今後、福祉に関するボランティ

ア活動に参加したいとお考えですか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

積極的に参加したい 2.0% 

できるだけ参加したい 37.7% 

あまり参加したくない 35.7% 

参加したくない 9.7% 

無回答 14.8% 

  

問 20 (１) 日ごろから地域の防災訓練に参加

していますか。 

回答数 1,270 件 

はい 12.2% 

いいえ 75.4% 

わからない 6.9% 

無回答 5.4% 

 
問 20 (２) 地域の防災市民組織（自治（町）会

などを母体に、地域の住民が防災活動をする

組織）に入っていますか。 

回答数 1,270 件 

はい 9.4% 

いいえ 72.5% 

わからない 12.4% 

無回答 5.7% 

  

問 20 (３) 災害などの緊急時に、避難所への

誘導などの手助けが必要ですか。 

回答数 1,270 件 

はい 19.4% 

いいえ 62.9% 

わからない 12.6% 

無回答 5.1% 

  

問 20 (４) 災害などの緊急時に、高齢者世帯

や障害のある人などの要援護者の避難等の手

助けができますか。 

回答数 1,270 件 

はい 35.7% 

いいえ 22.0% 

わからない 36.7% 

無回答 5.6% 

  

問 21 (１) 成年後見制度 

回答数 1,270 件 

名前も内容も知っている 21.7% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 28.6% 

名前は知っているが、内容は知らない 20.9% 

名前も内容も知らない 23.5% 

無回答 5.3% 

  

問 21 (２) 生活困窮者自立支援制度 

回答数 1,270 件 

名前も内容も知っている 10.0% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 22.0% 

名前は知っているが、内容は知らない 37.2% 

名前も内容も知らない 25.3% 

無回答 5.4% 

  

問 21 (３) 地域包括支援センター 

回答数 1,270 件 

名前も内容も知っている 19.8% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 18.7% 

名前は知っているが、内容は知らない 29.4% 

名前も内容も知らない 27.3% 

無回答 4.7% 
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問 21 (４) 西東京市社会福祉協議会 

回答数 1,270 件 

名前も内容も知っている 14.3% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 20.2% 

名前は知っているが、内容は知らない 35.9% 

名前も内容も知らない 25.1% 

無回答 4.6% 

  

問 21 (５) 民生委員・児童委員 

回答数 1,270 件 

名前も内容も知っている 20.9% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 36.5% 

名前は知っているが、内容は知らない 23.5% 

名前も内容も知らない 13.9% 

無回答 5.1% 

  

問 21 (６) ほっとするまちネットワークシステム 

回答数 1,270 件 

名前も内容も知っている 2.7% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 3.3% 

名前は知っているが、内容は知らない 15.4% 

名前も内容も知らない 73.3% 

無回答 5.4% 

  

問 21 (７) ふれあいのまちづくり住民懇談会 

回答数 1,270 件 

名前も内容も知っている 2.6% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 3.1% 

名前は知っているが、内容は知らない 16.5% 

名前も内容も知らない 72.8% 

無回答 5.0% 

  

問 21 (８) ささえあいネットワーク 

回答数 1,270 件 

名前も内容も知っている 3.3% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 3.8% 

名前は知っているが、内容は知らない 17.0% 

名前も内容も知らない 71.2% 

無回答 4.7% 

  

問 22 (１) ほっとネット推進員 

回答数 1,270 件 

知っており、相談したことがある 0.7% 

知っているが、関わったことはない 11.7% 

知らなかった 82.3% 

無回答 5.4% 

  

 
問 22 (２) ささえあい訪問協力員 

回答数 1,270 件 

知っており、相談したことがある 1.4% 

知っているが、関わったことはない 13.9% 

知らなかった 79.3% 

無回答 5.4% 

  

問 22 (３) 地域福祉コーディネーター 

回答数 1,270 件 

知っており、相談したことがある 1.6% 

知っているが、関わったことはない 19.1% 

知らなかった 73.9% 

無回答 5.4% 

  

問 22 (４) 生活支援コーディネーター 

回答数 1,270 件 

知っており、相談したことがある 1.5% 

知っているが、関わったことはない 21.6% 

知らなかった 71.5% 

無回答 5.4% 

  

問 22 (５) 生活サポート相談窓口 

回答数 1,270 件 

知っており、相談したことがある 1.4% 

知っているが、関わったことはない 28.6% 

知らなかった 64.5% 

無回答 5.5% 

  

問 23 あなたは、福祉に関する情報などをどの

ように得ていますか。（○はあてはまるもの全て） 

回答数 1,270 件 

市の広報紙 74.5% 

市のホームページ 13.9% 

市の窓口 4.2% 

市の掲示物 10.3% 

市が行う出前講座 1.2% 

民生委員・児童委員 2.4% 

社会福祉協議会 3.9% 

自治（町）会の回覧板などのお知らせ 8.0% 

新聞・テレビ・ラジオ 26.1% 

インターネット 15.9% 

家族・親戚 11.7% 

友人・知人 13.1% 

その他 3.2% 

無回答 5.5% 

  

  



 

85 

 
資

料

編 

問 24 あなたが、地域で暮らす中で困ったとき

は、誰（機関）に相談したいと思いますか。（○は

あてはまるもの全て） 

回答数 1,270 件 

家族・親戚 70.7% 

友人・知人 45.2% 

近所の人 20.9% 

自治（町）会   5.1% 

民生委員・児童委員 5.9% 

社会福祉協議会 5.3% 

民間団体（福祉施設等） 1.9% 

地域包括支援センター 17.5% 

子ども家庭支援センター 2.5% 

ボランティア団体やＮＰＯ 1.4% 

市役所 46.8% 

企業  1.1% 

ふれまちサポーター 0.2% 

ほっとネット推進員 0.5% 

地域福祉コーディネーター 2.5% 

生活支援コーディネーター 2.4% 

ささえあい訪問協力員 1.0% 

誰もいない 2.7% 

相談したくない 1.1% 

その他 2.9% 

無回答 4.5% 

  

問 26 ５年前と比べて、西東京市の住みやす

さはどう変化しましたか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

住みやすくなった 12.1% 

変わらない 58.6% 

住みにくくなった 9.8% 

５年前は他自治体に住んでいた 12.1% 

無回答 7.4% 

  

問 27 あなたがお住まいのところは、高齢者や

障害者、子どもにとって住みやすいまちだと思い

ますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

住みやすい 16.1% 

ふつう 64.4% 

住みにくい 12.4% 

無回答 7.0% 

  

 
問 27-１ あなたが住みにくいと思う理由は何で

すか。（○は３つまで） 

回答数 158 件 

地域住民の理解や協力が少ない 10.8% 

交通機関が不便・利用しにくい 37.3% 

買い物などが不便 35.4% 

生活の悩みを相談できる窓口が少ない 7.6% 

日常生活を支えるサービスが少ない 6.3% 

利用しやすい公共施設が少ない 24.1% 

道路の段差が多い・歩道が整備されてい

ない 

43.7% 

身近に働く場所が少ない 10.1% 

利用しやすい医療機関が少ない 13.9% 

機能訓練を行うためのリハビリ施設が少な

い 

10.8% 

防犯・防災対策が十分ではない 13.9% 

親子で遊べる場所が少ない 20.9% 

その他 15.8% 

無回答 0.6% 

  

問 28 地域で安心して暮らせるために、日ごろ

の生活の中で生じる困りごとなどを解決する取り

組みが必要だと思いますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

必要だと思う 41.6% 

どちらかといえば必要だと思う 42.2% 

あまり必要ではない 9.4% 

必要ではない 1.3% 

無回答 5.5% 

  

問 29 市には、地域の中でお互いに支え合い、

課題を解決していくための「ほっとするまちネット

ワークシステム（通称、ほっとネット）」という仕組

みがあります。このような仕組みについてどう思

いますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

重要だと思う 26.4% 

どちらかといえば重要だと思う 49.7% 

あまり重要ではない 9.9% 

重要ではない 2.1% 

無回答 11.9% 
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問 30 地域の皆さんからの、生活上の困りごとの

相談を受け付ける窓口として、「地域福祉コーデ

ィネーター」を設置しています。今後、日常生活

の中で何か困りごとがあったときに、相談してみ

たいと思いますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

相談したことがある 1.7% 

機会があれば相談してみたいと思う 42.9% 

関心はあるが相談できるかはわからない 37.4% 

相談したいとは思わない 9.6% 

無回答 8.4% 

  

問 31 ほっとネットの中で、地域の問題や課題

を発見し解決のために協力してくださる市民の

方（ほっとネット推進員）を募集しています。今

後、参加してみたいと思いますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

現在参加している 0.4% 

機会があれば参加してみたいと思う 10.8% 

関心はあるが参加できるかはわからない 52.4% 

参加したいとは思わない 26.7% 

無回答 9.7% 

  

問 32 あなたは、安心して暮らせるまちのため

に、住民参加の取り組みとしてどのような活動が

重要だと思いますか。（○はあてはまるもの全

て） 

回答数 1,270 件 

地域での声かけ、見守り活動 50.9% 

高齢者のためのサロン 31.3% 

障害児・者のためのサロン 17.7% 

子育てのためのサロン 22.4% 

子どもたちの居場所（学習支援・子ども食

堂など） 

32.4% 

子どもたちの福祉の心を育てる活動 17.3% 

高齢者・親・子どもなどの世代間交流 21.3% 

障害児・者やその家族と地域住民の理解

を深める交流活動 

16.8% 

防犯活動 45.7% 

災害時に助け合うための関係づくり 48.5% 

住民が参加しやすい場所、拠点づくり 25.2% 

日常のちょっとした困りごとのお手伝い 20.2% 

言葉や文化の違いの理解を深める交流

活動 

9.0% 

中学生・高校生が自ら企画した地域活動 10.0% 

自分たちの活動を、わかりやすく情報発信

するための活動 

8.4% 

その他 1.8% 

住民参加の活動は必要ない 2.8% 

無回答 10.1% 

  

問 33 上記（問 32）のような住民参加の取り組

みを進めるにあたって、何が必要だと思います

か。（○はあてはまるもの全て） 

回答数 1,270 件 

活動を支える協力者 50.6% 

リーダーの養成 26.1% 

活動者・協力者間の交流・相談の場 29.5% 

活動する場 28.7% 

サービス・相談機関等に関する情報の提

供 

28.3% 

活動の資金 31.7% 

地域の課題に対する情報提供 26.5% 

活動に参加するための講座・行事の開催 19.4% 

その他 1.4% 

特にない 5.7% 

無回答 10.9% 

  

問 34 今後、地域の中で起こる困りごとや心配

なことに対して、どのような方法で解決するのが

良いと思いますか。（○は１つ） 

回答数 1,270 件 

できるだけ地域の住民どうしで協力して解

決したい 

11.1% 

行政や専門機関に解決してもらいたい 19.0% 

住民と行政や専門機関が協力して一緒に

解決したい 

58.9% 

その他 1.8% 

無回答 9.2% 
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問 35 地域福祉推進のために市が優先的に取

り組むべきだと考える施策はどれですか。（○は

３つまで） 

回答数 1,270 件 

学校における福祉教育の充実 16.3% 

身近で福祉活動を行う人材の発掘 10.7% 

福祉活動を行う場所の発掘 4.3% 

ＮＰＯ等の活動支援 6.5% 

地域における連携体制づくり 15.0% 

出会いの場、話し合いの場づくり 12.0% 

地域における支え合い活動の促進 8.8% 

相談支援体制の充実 13.1% 

わかりやすい情報の提供 37.7% 

サービス利用者の権利擁護の確保 2.7% 

福祉サービスに結びつける仕組みづくり 7.8% 

多様な課題に対応する仕組みづくり 10.6% 

福祉サービスの質の向上の確保 12.4% 

福祉専門職等の人材の確保・育成 15.6% 

多様な福祉サービス提供事業者の育成 5.2% 

防災対策の充実 24.6% 

防犯対策の充実 21.8% 

人にやさしいまちづくりの推進 15.8% 

安全に移動できる手段の確保 9.2% 

高齢者や障害のある人の就労支援 10.8% 

生活困窮者への支援 7.9% 

その他 2.4% 

無回答 5.0% 

 

 

②民生委員・児童委員 

問 1 あなたは現在何期目ですか。（○は１つ）  

回答数 137 件 

１期目 20.4% 

２期目 27.0% 

３期目以降 49.6% 

無回答 2.9% 

  

 
問 2 あなたが担当されている地区はどちらです

か。  

回答数 137 件 

田無町 7.3% 

南 町 6.6% 

西原町 3.6% 

緑 町 2.2% 

谷戸町 8.0% 

北原町 2.2% 

向台町 5.8% 

芝久保町 8.0% 

新 町 4.4% 

柳 沢 6.6% 

東伏見 2.9% 

保谷町 5.1% 

富士町 5.8% 

中 町 3.6% 

東 町 4.4% 

泉 町 3.6% 

住吉町 3.6% 

ひばりが丘 3.6% 

ひばりが丘北 2.2% 

栄 町 1.5% 

北 町 2.2% 

下保谷 3.6% 

無回答 2.9% 

  

問 3 あなたは、地域の課題を解決するために、

行政（市、県、国などの行政機関）に相談した

り、手助けを求めたりしたことがありますか。（○

は１つ）  

回答数 137 件 

ある 62.0% 

ない 34.3% 

無回答 3.6% 

  

問 4 (1) 社会調査活動  

回答数 137 件 

充実させる 11.7% 

現状で十分 71.5% 

多すぎる 8.8% 

無回答 8.0% 

  

問 4 (2) 相談活動  

回答数 137 件 

充実させる 29.2% 

現状で十分 61.3% 

多すぎる 1.5% 

無回答 8.0% 
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問 4 (3) 情報提供活動  

回答数 137 件 

充実させる 30.7% 

現状で十分 55.5% 

多すぎる 7.3% 

無回答 6.6% 

  

問 4 (4) 連絡通報活動  

回答数 137 件 

充実させる 21.2% 

現状で十分 67.9% 

多すぎる 2.9% 

無回答 8.0% 

  

問 4 (5) 調整活動  

回答数 137 件 

充実させる 14.6% 

現状で十分 71.5% 

多すぎる 4.4% 

無回答 9.5% 

  

問 4 (6) 生活支援活動  

回答数 137 件 

充実させる 29.9% 

現状で十分 61.3% 

多すぎる 2.2% 

無回答 6.6% 

  

問 4 (7) 意見具申活動  

回答数 137 件 

充実させる 23.4% 

現状で十分 66.4% 

多すぎる 2.9% 

無回答 7.3% 

  

問 5 現在、担当されている地域の中で課題に感

じることは何ですか。（〇はあてはまるもの全て）  

回答数 137 件 

あいさつをしない人が多い 11.7% 

近所との交流が少ない 51.1% 

世代間の交流が少ない 55.5% 

地域の活動が活発でない 40.9% 

地域の中で気軽に集まれる場が少ない 43.8% 

移動手段が整っていない 19.7% 

買い物へ行くのに不便を感じている 20.4% 

緊急時にどうしたらよいかわからない 22.6% 

治安が悪くなっている 2.9% 

地域から孤立している人がいる 25.5% 

サービスに結びついていない人がいる 32.8% 

その他 5.8% 

特にない 1.5% 

無回答 3.6% 

 
問 6 現在、担当されている地域の中で、次のよ

うな見守り等支援が必要な人や、気にかかる人

（何らかの課題を抱えている人）がいますか。

（○はあてはまるもの全て）  

回答数 137 件 

高齢者のみの世帯 73.0% 

寝たきりの人 2.2% 

認知症の人 32.8% 

病気療養中の人 19.7% 

閉じこもりや引きこもりの人 26.3% 

生活困窮者 13.1% 

その他 16.1% 

いない 2.9% 

わからない 10.2% 

無回答 2.9% 

  

問 7担当の地域の住民は、地域での支え合い

や助け合いの活動に関心があると思いますか。

（○は１つ）  

回答数 137 件 

とても関心がある 1.5% 

ある程度関心がある 54.0% 

あまり関心がない 40.1% 

全く関心がない 0.7% 

無回答 3.6% 

  

問 8 (１) 成年後見制度  

回答数 137 件 

名前も内容も知っている 48.9% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 42.3% 

名前は知っているが、内容は知らない 7.3% 

名前も内容も知らない 1.5% 

無回答 0.0% 

  

問 8 (２) 生活困窮者自立支援制度  

回答数 137 件 

名前も内容も知っている 27.0% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 54.0% 

名前は知っているが、内容は知らない 17.5% 

名前も内容も知らない 0.7% 

無回答 0.7% 

  

問 8 (３) 地域包括支援センター  

回答数 137 件 

名前も内容も知っている 78.1% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 20.4% 

名前は知っているが、内容は知らない 1.5% 

名前も内容も知らない 0.0% 

無回答 0.0% 
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問 8 (４) 西東京市社会福祉協議会  

回答数 137 件 

名前も内容も知っている 70.8% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 24.1% 

名前は知っているが、内容は知らない 5.1% 

名前も内容も知らない 0.0% 

無回答 0.0% 

  

問 8 (５) ほっとするまちネットワークシステム  

回答数 137 件 

名前も内容も知っている 33.6% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 43.8% 

名前は知っているが、内容は知らない 17.5% 

名前も内容も知らない 4.4% 

無回答 0.7% 

  

問 8 (６) ふれあいのまちづくり住民懇談会  

回答数 137 件 

名前も内容も知っている 45.3% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 36.5% 

名前は知っているが、内容は知らない 16.8% 

名前も内容も知らない 1.5% 

無回答 0.0% 

  

問 8 (７) ささえあいネットワーク  

回答数 137 件 

名前も内容も知っている 42.3% 

名前を知っており、内容も少しは知っている 45.3% 

名前は知っているが、内容は知らない 12.4% 

名前も内容も知らない 0.0% 

無回答 0.0% 

  

問 9 (１) ほっとネット推進員  

回答数 137 件 

知っており、相談したことがある 32.1% 

知っているが、関わったことはない 63.5% 

知らなかった 2.2% 

無回答 2.2% 

  

問 9 (２) ささえあい訪問協力員  

回答数 137 件 

知っており、相談したことがある 33.6% 

知っているが、関わったことはない 65.0% 

知らなかった 1.5% 

無回答 0.0% 

  

問 9 (３) 地域福祉コーディネーター  

回答数 137 件 

知っており、相談したことがある 22.6% 

知っているが、関わったことはない 67.9% 

知らなかった 8.0% 

無回答 1.5% 

 
問 9 (４) 生活支援コーディネーター  

回答数 137 件 

知っており、相談したことがある 14.6% 

知っているが、関わったことはない 75.9% 

知らなかった 8.0% 

無回答 1.5% 

  

問 9 (５) 生活サポート相談窓口  

回答数 137 件 

知っており、相談したことがある 8.8% 

知っているが、関わったことはない 80.3% 

知らなかった 9.5% 

無回答 1.5% 

  

問 10担当されている地域は、高齢者や障がい

者、子どもにとって住みやすいまちだと思います

か。（○は１つ）  

回答数 137 件 

住みやすい 19.0% 

ふつう 65.0% 

住みにくい 13.1% 

無回答 2.9% 

  

問 10-１ あなたが住みにくいと思う理由は何で

すか。（○は３つまで）  

回答数 18 件 

地域住民の理解や協力が少ない 11.1% 

交通機関が不便・利用しにくい 44.4% 

買い物などが不便 38.9% 

生活の悩みを相談できる窓口が少ない 5.6% 

日常生活を支えるサービスが少ない 0.0% 

利用しやすい公共施設が少ない 44.4% 

道路の段差が多い・歩道が整備されてい

ない 

61.1% 

身近に働く場所が少ない 33.3% 

利用しやすい医療機関が少ない 11.1% 

機能訓練を行うためのリハビリ施設が少ない 16.7% 

防犯・防災対策が十分ではない 16.7% 

親子で遊べる場所が少ない 38.9% 

その他 0.0% 

無回答 0.0% 

  

問 11 地域で安心して暮らせるために、日ごろ

の生活の中で生じる困りごとなどを解消する取り

組みが必要だと思いますか。（○は１つ）  

回答数 137 件 

必要だと思う 48.2% 

どちらかといえば必要だと思う 45.3% 

あまり必要ではない 4.4% 

必要ではない 0.0% 

無回答 2.2% 
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問 12 市には、地域の中でお互いに支え合い、

課題を解決していくための「ほっとするまちネット

ワークシステム（通称、ほっとネット）」という仕組

みがあります。このような仕組みについてどう思

いますか。（○は１つ）  

回答数 137 件 

重要だと思う 53.3% 

どちらかといえば重要だと思う 40.9% 

あまり重要ではない 4.4% 

重要ではない 0.7% 

無回答 0.7% 

  

問 13 地域の皆さんからの、生活上の困りごとの

相談を受け付ける窓口として、「地域福祉コーデ

ィネーター」を設置しています。今後、活動の中

で地域の人の困りごとを聞いた時に、相談して

みたいと思いますか。（○は１つ）  

回答数 137 件 

相談したことがある 14.6% 

機会があれば相談してみたいと思う 68.6% 

関心はあるが相談できるかはわからない 15.3% 

相談したいとは思わない 1.5% 

無回答 0.0% 

  

問 14ほっとネットの中で、地域の問題や課題を

発見し解決のために協力してくださる市民の方

（ほっとネット推進員）を募集しています。今後、

参加してみたいと思いますか。（○は１つ）  

回答数 137 件 

現在参加している 8.8% 

機会があれば参加してみたいと思う 21.9% 

関心はあるが参加できるかはわからない 63.5% 

参加したいとは思わない 5.8% 

無回答 0.0% 

 
問 15 あなたは、安心して暮らせるまちのため

に、住民参加の取り組みとしてどのような活動が

重要だと思いますか。（○はあてはまるもの全

て）  

回答数 137 件 

地域での声かけ、見守り活動 83.2% 

高齢者のためのサロン 41.6% 

障害児・者のためのサロン 24.8% 

子育てのためのサロン 33.6% 

子どもたちの居場所（学習支援・子ども食

堂など） 

53.3% 

子どもたちの福祉の心を育てる活動 28.5% 

高齢者・親・子どもなどの世代間交流 50.4% 

障害児・者やその家族と地域住民の理解

を深める交流活動 

40.1% 

防犯活動 41.6% 

災害時に助け合うための関係づくり 68.6% 

住民が参加しやすい場所、拠点づくり 40.1% 

日常のちょっとした困りごとのお手伝い 46.0% 

言葉や文化の違いの理解を深める交流

活動 

13.1% 

中学生・高校生が自ら企画した地域活動 30.7% 

自分たちの活動を、わかりやすく情報発信

するための活動 

22.6% 

その他 1.5% 

住民参加の活動は必要ない 0.0% 

無回答 1.5% 

  

問 16今後、地域の中で起こる困りごとや心配

なことに対して、どのような方法で解決するのが

良いと思いますか。（○は１つ）  

回答数 137 件 

できるだけ地域の住民どうしで協力して解

決したい 

9.5% 

行政や専門機関に解決してもらいたい 4.4% 

住民と行政や専門機関が協力して一緒に

解決したい 

84.7% 

その他 0.7% 

無回答 0.7% 
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問 17 地域福祉推進のために市が優先的に取

り組むべきだと考える施策はどれですか。（○は

３つまで）  

回答数 137 件 

学校における福祉教育の充実 16.1% 

身近で福祉活動を行う人材の発掘 15.3% 

福祉活動を行う場所の発掘 10.9% 

ＮＰＯ等の活動支援 4.4% 

地域における連携体制づくり 41.6% 

出会いの場、話し合いの場づくり 14.6% 

地域における支え合い活動の促進 21.2% 

相談支援体制の充実 24.8% 

わかりやすい情報の提供 35.8% 

サービス利用者の権利擁護の確保 2.9% 

福祉サービスに結びつける仕組みづくり 10.9% 

多様な課題に対応する仕組みづくり 21.2% 

福祉サービスの質の向上の確保 9.5% 

福祉専門職等の人材の確保・育成 14.6% 

多様な福祉サービス提供事業者の育成 8.0% 

防災対策の充実 23.4% 

防犯対策の充実 10.9% 

人にやさしいまちづくりの推進 13.1% 

安全に移動できる手段の確保 10.9% 

高齢者や障害のある人の就労支援 7.3% 

生活困窮者への支援 7.3% 

その他 2.2% 

無回答 2.2% 
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(2) 地区懇談会結果 

 

各圏域で挙げられた地域の困りごとは、次のとおりとなります。 

 

西部圏域      北東部地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域としての困りごと 

①みんなの意識醸成が必要 

②交流が重要 

③相談先が分からない 

④情報が行き届かない 

圏域としての困りごと 

①つながりが減り、特に災害時の孤立が心配 

②地域の居場所が少ない・わからない 

③交通の便が悪く、買い物や通院が大変 

  

・みんなの意識 

・地域力が弱い・近所つき合いが少ない 

・コミュニティの活性化が重要 

・ＳＯＳを発信する力と受けとめる力 

・居場所が必要 

・交通弱者への支援 

・道がわかりづらい 

Ａ班 

・空き家 

・相談先がわからない 

・移動手段 

・子どもたちの成長をさまたげている 

・環境の変化 

・自転車の乗り方 

・つながりがない・担い手がいない 

・高齢化 

B 班 

・ハード面での整備 

・交通マナーモラルの問題 

・高齢化による問題点 

・活動の継続が大事 

・場所がない 

・イベント、集まりの充実が必要・交流が必要 

・情報がいき届かない 

・移動手段がない 

C 班 

・災害時の孤立が心配 

・地域のつながりが希薄化している 

・自治会のあり方に課題がある 

・困りごとがわからない 

・地域の活動が十分に知られていない 

・ボランティアの不足 

・参加者の固定化 

・交通の便が悪く買い物や通院が不便 

Ａ班 

・バリアフリー化 

・隣近所のつながりがない 

・地域の居場所が少ない 

・ハード面の不足 

・情報の不足 

・交通手段の不足 

・買い物難民 

B 班 

・近所付き合いが無い 

・交通の便が悪い・買い物が不便 

・子育て施策の不足 

・行政のＰＲ不足 

・自治会は必要？ 

・居場所の提供 

・個人情報の弊害 

・市は計画性を！ 

C 班 
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中部圏域       南部圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域としての困りごと 

①交流の場の減少と参加者の固定化 

②地域のつながりと自治会の低迷 

③活動の担い手不足（人材の発掘） 

圏域としての困りごと 

①近所付き合いが薄れている 

②情報発信の不足 

③災害時の知識共有 

④交通の不便さ・生活難民 

  

・行きやすい交流の場づくり 

・参加したくなる内容づくり 

・支援が必要な人の対応 

・地域の情報を知る機会が少ない 

・福祉意識 

・担い手 

 

Ａ班 

・自治会が減っている 

・地域の人との関わりが希薄 

・孤立している人がいる 

・関わり方がわからない 

・ＳＯＳの発信ができない 

 

B 班 

・自治会、町内会の維持が難しい 

・地域のつながりが希薄 

・居場所つくりの進め方 

・地域の困りごと、人が見えてこない 

・地域の人材づくり 

・人のあつめかた 

・災害時の対応 

C 班 

・買い物難民 

・情報の共有化不足 

・近所づきあい 

・環境整備 

・災害 

・ケアラーズカフェ 

・家族支援 

・制度の狭間 

Ａ班 

・生活難民 

・情報が届かない 

・災害時における知識の共有 

・ご近所づきあい、自治会 

・地域の子ども達とのかかわり方 

・「ひとりぐらし」の方への支援・「認知症」への理解 

・地域活動へのサポート 

・行政に考えてほしい事 

B 班 

・公共交通整備不足・近所の店不足 

・情報弱者・専門機関の情報発信不足・拠点の認知不足 

・自治会がない・地域活動の困難さ 

・高齢者 

・近所のつながり不足 

・コミュニケーション 

・若い人 

・防災・防犯 

C 班 
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(3) 団体・事業者調査結果 

 

①アンケート結果抜粋概要 

地域の中で課題に感じることや、事業を通してよく

聞く困りごと（あてはまるものすべてに○） 

回答数 

事業者

(15 件) 

団体 

(14 件) 

あいさつをしない人が多い 6.7% 14.3% 

近所との交流が少ない 46.7% 28.6% 

世代間の交流が少ない 26.7% 42.9% 

地域の活動が活発でない 20.0% 14.3% 

地域の中で気軽に集まれる場が

少ない 

20.0% 14.3% 

移動手段が整っていない 20.0% 28.6% 

買い物へ行くのに不便を感じてい

る 

33.3% 7.1% 

緊急時にどうしたらよいかわからな

い 

20.0% 14.3% 

治安が悪くなっている 6.7% 0.0% 

地域から孤立している人がいる 40.0% 7.1% 

サービスに結びついていない人が

いる 

53.3% 21.4% 

その他 20.0% 21.4% 

特にない 20.0% 14.3% 

無回答 0.0% 21.4% 

 

地域の中で、見守り等支援が必要な人や、気にか

かる人がいるか（あてはまるものすべてに○） 

回答数 団体(14 件)

高齢者のみの世帯 42.9% 

寝たきりの人 7.1% 

認知症の人 21.4% 

病気療養中の人 14.3% 

閉じこもりや引きこもりの人 35.7% 

生活困窮者 21.4% 

その他 21.4% 

いない 0.0% 

わからない 7.1% 

無回答 21.4% 

  

  

 

 

活動を行う上で困っていること（あてはまるものすべ

てに○） 

回答数 団体(14 件)

活動のマンネリ化 28.6% 

新しいメンバーが入らない 35.7% 

リーダー（後継者）が育たない 50.0% 

市民に情報発信する場や機会が乏しい 21.4% 

人々のニーズに合った活動ができていな

い 

7.1% 

支援を必要とする人の情報が得にくい 14.3% 

困りごとの把握が難しい 14.3% 

他の団体と交流する機会が乏しい 14.3% 

活動の場所（拠点）の確保が難しい 21.4% 

活動資金が足りない 50.0% 

その他 28.6% 

特に困ったことはない 7.1% 

無回答 7.1% 

  

団体の活動の内容や情報の発信方法（あてはまる

ものすべてに○） 

回答数 団体(14 件)

市の広報紙 0.0% 

社会福祉協議会の広報紙 14.3% 

チラシやパンフレットの配布 64.3% 

ホームページや SNS 42.9% 

メンバーなどによる口コミ 50.0% 

地域の掲示板 14.3% 

その他 35.7% 

無回答 7.1% 

  

新規メンバーの募集を行っているか。（あてはまるも

の１つに○） 

回答数 団体(14 件)

新規メンバーの募集は常に行っている 78.6% 

新規メンバーの募集は決められた時期の

み行っている 

0.0% 

新規メンバーの募集は行っていない 7.1% 

無回答 14.3% 
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活動をしていく上で市に望むこと（あてはまるものす

べてに○） 

回答数 団体(14 件)

団体や活動についての PR 35.7% 

活動上必要な情報の提供 42.9% 

活動場所の提供 35.7% 

会員募集の支援 35.7% 

リーダーの養成支援 7.1% 

活動資金支援 50.0% 

他団体とのネットワーク化 14.3% 

団体運営上の助言 0.0% 

設備・備品の充実 21.4% 

成果の発表の場の提供 7.1% 

その他 7.1% 

特にない 0.0% 

無回答 21.4% 

  

地域住民の方と一緒に実施していること（あてはまる

ものすべてに○） 

回答数 事業者(15 件)

ボランティアの受け入れ 73.3% 

施設の利用者等と住民との交流会 20.0% 

施設の一部開放や物品等の貸し出し 26.7% 

防災等における相互協力（防災訓練、災

害時一時受け入れ、要支援者支援など） 

13.3% 

行事などへの協力・支援（スタッフの派遣

や運営資金の援助など） 

20.0% 

サロン活動やリハビリ教室など 20.0% 

研修会・学習会などへの講師派遣 33.3% 

生活支援（ごみ捨て・買い物支援など）へ

の協力 

0.0% 

その他 13.3% 

特に行っていない 13.3% 

無回答 0.0% 

  

 
地域の団体や機関、地域住民の方との交流や地域

活動を行ううえでの課題（あてはまるものすべてに

○） 

回答数 事業者(15 件)

活動のマンネリ化 13.3% 

住民のニーズに合った活動ができていな

い 

20.0% 

支援を必要とする人の情報が得にくい 60.0% 

住民に情報発信する場や機会が乏しい 33.3% 

職員の高齢化 26.7% 

職員の性別に偏りがある 20.0% 

職員が不足している 33.3% 

様々な人が興味を持ち、参加しやすい活

動ができていない 

33.3% 

地域コミュニティの希薄化 6.7% 

それぞれ仕事があり活動できにくい 46.7% 

リーダー（後継者）が育たない 13.3% 

他の団体と交流する機会が乏しい 26.7% 

活動の場所（拠点）の確保が難しい 13.3% 

活動資金が足りない 26.7% 

活動に必要な情報や専門知識が不足し

ている（適当な相談者がいない） 

20.0% 

その他 6.7% 

特に困っていることはない 0.0% 

無回答 0.0% 

  

地域活動を進めるにあたって、市に期待する役割

（あてはまるものすべてに○） 

回答数 事業者(15 件)

地域における施設と住民をつなぐコーディ

ネーターの配置 

73.3% 

施設、住民を含めたネットワークづくり 40.0% 

施設と地域の連携協働に関わる意見交

換の場づくり 

40.0% 

地域活動に係る事例集や具体的なメニ

ューの情報提供 

13.3% 

活動資金確保に向けた支援の充実 46.7% 

活動に関する相談窓口の充実 20.0% 

地域活動（交流）拠点の提供 13.3% 

活動に対するニーズの把握 20.0% 

地域活動の担い手の育成 20.0% 

その他 6.7% 

特にない 0.0% 

無回答 0.0% 
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サービス提供にあたって質の向上のために取り組ん

でいること（あてはまるものすべてに○） 

回答数 事業者(15 件)

サービス提供にかかる職員研修の実施 86.7% 

相談窓口の設置などの環境整備 60.0% 

サービス提供マニュアルの作成 46.7% 

サービス利用者への満足度調査等の実

施 

53.3% 

利用者への情報提供の充実 60.0% 

個人情報保護・管理の徹底 86.7% 

事業評価の積極的な開示 40.0% 

施設・設備等の充実 60.0% 

利用者家族とのつながりの強化 46.7% 

その他 13.3% 

特に何もしていない 0.0% 

無回答 0.0% 

  

職員に対する人材育成（あてはまるものすべてに○） 

回答数 事業者(15 件)

接遇やマナー、身だしなみ 73.3% 

意識の向上 93.3% 

スキル向上の支援 66.7% 

資格取得のための支援 53.3% 

虐待防止などの人権教育 53.3% 

安全対策の研修等 80.0% 

公衆衛生・感染症対策の研修等 80.0% 

その他 0.0% 

特に行っていない 0.0% 

無回答 0.0% 

 

 

②ヒアリング結果概要 

（ア）地域の課題や困りごと 

【交流】 

・世代間の交流が少ない。あいさつが少ない。 

・つながりを持っている人は多くの居場所や活動に

参加している一方、つながりが全くない人はないと

いう両極端な傾向を感じる。 

 

【多問題・制度の狭間】 

・若い頃からお子さんが引きこもっていたご家庭で、

親が認知症になるなど、多問題のケースが出てき

ている。 

・中学生頃に勉強が追いついていかなくなったり、

就職に失敗するなどで引きこもりになり、8050 問

題のようなケースもみる。 

・高齢者になる手前の世代で制度からは外れてい

るが、閉じこもりなど心配な人もいる。 

・サービスを拒否あるいはつながりにくい人もいる。 

 

【移動】 

・地域によっては公共交通機関がないところもある。 

・身近な小型商店がなくなり、買い物に困っている

人がいる。民間の配食サービス等はパソコンが使

えない高齢者等では難しい。 

 

【情報・相談】 

・介護の問題などは突然訪れるため、これまで情

報収集をしておらず、いざという時に困る人が多い

のでは。 

・公共施設以外の細やかな子育て支援情報が少

なく、家にこもってしまう母子もいるようだ。 

・市のサービスや制度について情報が行きわたっ

てないと感じる時がある。 

・全世代の人が、些細なことでも相談できる場が必

要。 

 

 

（イ）地域との関わり 

【事業者】 

障害福祉サービス事業所 

・年に一度福祉まつりを行い、小学校や地域の団

体にも参加をしてもらっている。 

・地域との関わりを増やすために、飲食店の少ない

地域で、カフェを立ちあげた。人と接するのが好き

な障害を持つ利用者も、店員として働いており、

地域交流が少しずつ始まっている。 

 

介護保険サービス、障害福祉サービス、その他有

償福祉サービス提供事業所 

・月に２回、道路の清掃・美化を行うほか、必要に

応じて除雪作業などを行っている。 

・自治会の子どもまつりへの寄付。 
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障害福祉サービス事業所 

・市民祭りや地域のお祭りへ参加。 

・地域で暮らす障害者の特性を地域の方に理解し

てもらう際、地域の人と適宜連携している。 

・地域に向けて介護技術研修など、専門知識を伝

える研修を実施したことがある。 

 

介護保険サービス事業所、保育園 

・家族介護者の経験者によるサロンの立ちあげを

支援し、場所を貸している。現在介護中の人が話

をできる居場所となっている。 

・サービスの運営会議に、地域の団体から代表とし

て入っていただき、イベントを一緒に実施したこと

で、サービスについての理解を得られた。 

・保育園では園庭開放や様々な子育て支援のプロ

グラムを実施している。 

 

介護保険サービス事業所 

・サービス内容の関係で地域に開かれた取組は難

しいが、定期的に活動してくれるボランティアはい

る。 

 

生活困窮者支援 

・立地の関係で地域との交流がしづらいが、民生

委員へ支援内容の説明を行うなど適宜連携をし

ている。 

 

訪問診療医療機関 

・支援の内容上、現状では地域連携は難しいが、

自治会や民生委員等と連携が取れるようなシス

テムが今後出来ると良い。 

 

移動支援事業所 

・月に一度、遠出が難しい方のために、地域の拠

点から買い物に出かける「お出かけカフェ」を実施

している。自治会等と連携し、取組の周知なども

行えている。 

 

【団体】 

子ども食堂 

・主に小学生に対し、地域の拠点において子ども食

堂を実施している。小学校区単位に１つあるのが

理想で、現在は市内で９か所子ども食堂が立ちあ

がっている。 

 

中学生の居場所づくり 

・中学校において、地域住民が開催する「放課後

カフェ」という居場所づくりを行っている。放課後の

時間帯に学校内の一部で、飲み物の提供を行い

自由に過ごせる時間となっている。 

・全中学校での開催を目標にしており、学校ごとに

メンバーは異なるが、主に PTA の OB やおやじの

会、民生委員・児童委員、ほっとネット推進員など

がスタッフとなっている。 

 

多世代拠点 

・自宅開放により、高齢者向けの「いきいきミニデ

イ」、赤ちゃんと保護者向けの「赤ちゃんサロン」、

誰でも参加可能の「縁側サロン」の、３種類のサロ

ン活動を行っている。 

・ミニデイでは有機野菜などを使った手づくりの食事

を提供している。 

 

高齢者グループ 

・友愛活動で、一人暮らしの高齢者宅の鍵を預か

るなど、いざという時の支え合いを行っている。 

・自治会協力として、お祭りや花壇整備への参加、

防災訓練等を行っている。 

 

障害者グループ 

・市民祭りや障害者週間のイベントへ参加している。 

 

障害者グループ 

・ほっとネット推進員とは、他の会合等で一緒に意

見交換を行うなどしている。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
第４期西東京市地域福祉計画 

 

発行・編集：西東京市健康福祉部生活福祉課 

発 行 年 月：平成 31 年３月 

〒202-8555 東京都西東京市中町１丁目５番１号（保谷庁舎） 

電  話：０４２－４６４－１３１１（代表） 


